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第１章　後期基本計画の基本事項 

１　後期基本計画策定の目的 

尾花沢市では、令和３年度から令和 12 年度の 10 年間を計画期間とする第 7 次尾花沢市総合振興計画

「ひとが活きる みらい尾花沢しあわせプラン」を基本指針としてまちづくりを進めてきました。 

前期基本計画が令和７年度で満了することを機に、これまでの歩みを確かな土台としつつ、将来像の

実現をさらに加速させる次のステージへと進みます。本計画は、市民一人ひとりのしあわせを具体的に

形にするための、今後 5 年間の行政経営の基本指針「後期基本計画」として、「第 3 期尾花沢市総合戦

略」及び「第 3 期尾花沢市人口ビジョン」と併せて策定しました。 

２　総合振興計画の構成 

 

 

３　後期基本計画の役割 

後期基本計画は、まちづくりの最上位計

画として３つの役割を担うものです。 

 

 

 

４　後期基本計画の計画期間 

後期基本計画の計画期間は、令和 8 年度から令和 12 年度の 5 年間です。 

 本市の特性や市民意向、社会潮流などを勘案し、まちづくりの将来像

と、それを実現するための基本目標を示す。 
【計画期間：令和 3 年度～令和 12 年度の 10 年間】

 基本構想に基づき、5 年間に取り組む主要施策などを各分野で体系的

に定める。 
【前期計画期間：令和 3 年度～令和 7 年度の 5 年間】 
【後期計画期間：令和 8 年度～令和 12 年度の 5 年間】

 基本計画の主要施策に基づき、具体的な実施事業計画を定める。毎年

度の予算編成の指針とする。 
【計画期間：1 期 3 年間のローリング方式（毎年見直しを行う方式）】

基本構想

基本計画

実施計画

 年度
令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 令和 7 令和 8 令和 9 令和 10 令和 11 令和 12

 (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

 基本構想 10 年間

 基本計画 前期基本計画 5 年間 後期基本計画 5 年間

 実施計画 1 期 3 年間

 ローリング方式（毎年度見直し）
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5　基本構想の概要 

基本構想の概要は次のとおりです。 

■まちの将来像 

このまちで ともに 生きる しあわせな時を刻むまち 尾花沢 

■将来人口推計（第 3 期尾花沢市人口ビジョン） 

国立社会保障・人口問題研究所

が令和 6 年に推計した本市の将

来人口推計を基に、生産年齢人口

に影響する 20～40 代の若い世代

の定着・回帰や子育てしやすい環

境づくりなどに取り組み、人口減

少スピードを緩やかにすること

を目指します。 

その成果として、計画最終年度

である令和 12 年（2030 年）の本

市人口を概ね 11,950 人程度と推

計します。 

■5 つの基本目標 

政策の柱１産業振興 「キラリと光る産業のまち」 

政策の柱２子育て・教育 「ふるさと愛を育むまち」 

政策の柱３健康・医療・福祉 「健康長寿と絆のまち」 

政策の柱４都市基盤・住環境 「暮らしやすく住み続けられるまち」 

政策の柱５協働・行財政 「笑顔の花咲く交流と協働のまち」 

■土地利用の 6 つの基本方針（尾花沢市国土利用計画） 

１ 安全・安心な生活空間の確保    ２ 快適な市街地環境の形成 

３ 産業機能の集積          ４ 田園風景と魅力ある景観の保全 

５ 自然環境の保全と観光交流の推進  ６ 生活基盤となる交通ネットワークの充実 

 

6　計画の推進 

従来の PDCA サイクルマネジメント⁂ に加え、VUCA（将来の予測が困難）の時代⁂ に対応するために

時には OODA ループ⁂ の手法も用いながら、庁内において事業進捗調査を実施します。 
※PDCA サイクルマネジメント：Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）を繰り返し、業務を継続

的に改善する管理手法。 
※VUCA の時代：「Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）」の頭文字

を取った造語で、将来の予測が困難な状態を指す言葉。 
※OODA ループ：「Observe（観察）→Orient（状況判断）→Decide（意思決定）→Act（行動）」を繰り返す、変化の速い

環境に適応しやすい意思決定手法。 

※第 3 期人口ビジョンは、社人研推計準拠をベースに令和 7 年 4 月 1 日現

在の住民基本台帳人口を基準として令和 7 年以降を市独自で推計
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第２章 前期基本計画の振り返り 

後期基本計画の土台として、前期基本計画期間（令和 3 年度～令和 7 年度）における人口動向と重点

プロジェクト、各分野の取組の進捗状況をまとめました。 

１　人口・世帯の動向 

（人口・世帯） 

人口は、昭和 30 年 33,277 人をピークに減少傾向が続いています。令和 2 年の人口は 15,000 人を下

回り、ピーク時の 45％となっています。また平成 27 年から令和 2 年にかけて 1,982 人減少し、減少率

は過去最大の 11.7％となり、減少スピードが加速しました。 

世帯数は昭和 60 年の 5,746 世帯をピークに減少に転じています。令和 2 年の世帯数は平成 27 年の

5,109 世帯から 226 世帯減少して 4,883 世帯となり、ピーク時の 85％となっています。 

1 世帯当たり人口は平成 27 年の 3.32 人／世帯から令和 2 年は 3.07 人／世帯に減少し、世帯の小規模

化が一段と進みました。 

 

 

 

 

▼世帯数、1 世帯当たり人口の推移 

▼人口の推移 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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令和 7 年の住民基本台帳人口（10 月 1 日）は 13,203 人です。住民基本台帳人口が国勢調査より多い

傾向を考えると、基本構想で予測した将来人口推計（令和 7 年 13,681 人）を下回ることが予想されま

す。 
▼基本構想と実数の差 

（注）令和 7 年国勢調査は 10 月調査、速報値は翌年公表予定 

年齢階層別人口は全世代で減少していますが、割合でみると、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口

（15～64 歳）が減少、高齢者人口（65 歳以上）は増加しています。 

令和 7 年の年齢階層別人口（実数）と市独自推計の設定を比較すると生産年齢人口は僅かに上回って

いますが、年少人口は大幅に下回っており、少子高齢化が推計より早いスピードで進行しています。 
▼年齢階層別人口の推移、基本構想と実数の差 

資料：実数は住民基本台帳、推計は基本構想の市独自推計 

（社会動態） 

平成 27 年からの社会動態をみると、転入数は平成 27 年の 300 人台から減少傾向にあり、令和 4 年は

200 人を下回りました。一方、転出数は令和 3 年と令和 6 年に 300 人台になった以外は年間 400 人台後

半から 500 人程度で推移しています。 
▼社会動態の推移 

 
資料：市民税務課（各年１月～12 月） 

 人口 令和 2 年 令和 7 年

 基本構想 15,065 人（国勢調査 10 月１日） 13,681 人（市独自推計）

 住民基本台帳人口 15,452 人（10 月１日）　　　　 13,203 人（10 月 1 日） 

 実数 基本構想の推計

 令和 2 年 令和 7 年 令和 7 年

 2020 年 2025 年 2025 年

 10/1 10/1

 人口 15,452 100.0％ 13,203 100.0％ 13,681 100.0％

 0～14 歳 1,482 9.6％ 1,027 7.8％ 1,390 10.1％

 15～64 歳 7,696 49.8％ 6,219 47.1％ 6,232 45.6％

 65 歳以上 6,274 40.6％ 5,957 45.1％ 6,059 44.3％
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基本構想の将来人口推計を達成するためには転入数の増加及び転出数の抑止が重要ですが、重点プロ

ジェクトとして移住支援、定住促進を推進した結果、令和 3 年からの 4 年間合計で 100 世帯を超えまし

た。しかし、それでも毎年 200 人前後の社会減（転出超過）であることから、転入増加・定住促進に向

けた取組を継続・充実する必要がある状況です。 
 

（自然動態） 

平成 27 年からの自然動態をみると、出生数は減少傾向にある一方、死亡数は横ばいで推移していま

す。特に平成 29 年以降は毎年 200 人台の自然減となり、減少数がさらに拡大しています。 
▼自然動態の推移 

 
資料：市民税務課（各年１月～12 月） 

合計特殊出生率⁂ （一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均）は、平成 27 年から平成 29 年にかけ

て上昇し、国、県を上回りました。 

平成 30 年以降は低下し、令和３年はコロナ禍の影響もあって大きく落ち込みましたが、令和４年か

らは回復し、国県を再び上回りました。 
▼合計特殊出生率の推移 

 
資料：国は人口動態統計、山形県・尾花沢市は県しあわせ子育て政策課算出 

 
合計特殊出生率：その年次の 15 才から 49 才までの女性の年齢別出生率を合計したもの。 
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２　施策の検証 

2.1　数値目標の達成度 

前期基本計画では令和７年度時点の数値目標を設定して取組を進めてきました。 

令和６年度末現在の進捗状況は、27 指標（再掲含む）のうち、評価 A（成果が上がった）は 11 指標、

評価 B（現状維持）は 8 指標、評価 C（成果が上がらない）は 8 指標でした。 

 

数値目標の達成度（令和６年度末現在）を政策の柱別に俯瞰すると、評価 A（成果が上がった）が半

数以上の政策は５協働・行財政でした。その一方、４都市基盤・住環境では評価 A（成果が上がった）

が 1 指標にとどまりました。 

後期基本計画においては政策の柱毎の数値目標の達成状況も鑑み、全ての取組についてその方向性・

内容・実施方法などを洗い直し、目標達成につながる取組を位置づけることが求められます。 

 

※具体的な指標は次ページ「2.2 施策の進捗と今後に向けた課題」の各分野に掲載しています。 

 

 

 評価 A 
目標に近づく 

（成果が上がった）

評価 B 
基準から横ばい 
（現状維持）

評価 C 
目標から遠のく 

（成果が上がらない）

 27 指標 
（再掲の１指標含む）

11 指標 8 指標 8 指標

 
政策の柱 指標数

評価 A 
目標に近づく 

（成果が上がった）

評価 B 
基準から横ばい 
（現状維持）

評価 C 
目標から遠のく 

（成果が上がらない）

 
１産業振興 5 指標 2 指標 2 指標 1 指標

 
２子育て・教育 6 指標 2 指標 1 指標 3 指標

 
３健康・医療・福祉 3 指標 2 指標 なし 1 指標

 
４都市基盤・住環境 7 指標 1 指標 3 指標 3 指標

 
５協働・行財政 6 指標 4 指標 2 指標 なし
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2.2　施策の進捗と数値目標の評価 

政策の柱１　産業振興 

分野 01　農業・畜産業・林業の振興 

 

数値目標の達成度　▷　農業生産額は気象条件により生産額の上下はあるものの、目標値を達成しました。

認定農業法人数は大規模化や経営の健全化を目指し、法人化する農家の増により、

法人数が増加しました。目標を超えました。 

 

 

 

地理的表示（GI）保護制度：その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価

等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度。

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
1
-
1
 

農
業
・
畜
産
業

l 令和 3 年以降、13 件の法人認定農業者を認定しました。 

l 新規就農者や農業研修生の支援体制として「尾花沢すいか農学校」を令和６年４月に開校、２

年間で 32 名が入校しました。 

l 人・農地プランでの 35 区域を見直し、５地区での地域計画を策定し、10 年後の目標地図を作

成しました。 

l 有害鳥獣被害防止対策は概ね市鳥獣被害防止計画どおりに実施、地域営農活動の維持を図って

います。 

l スマート農業に資する機械の導入支援、６次産業化支援を行い、農業の新しいビジネスモデル

の創出に取り組んでいます。 

l 雪降り和牛尾花沢の地理的表示（GI）保護制度に申請し、登録に向けて取組んでいます。

 

0
1
-
2
 

林
業

l 森林経営管理制度については鶴巻田地区の森林管理を北村山森林組合が実施、粟生地区は令和

６年度末時点で検討中です。 

l パートナーシップによる森づくり活動、森林組合の体制強化、ナラ枯れ・松枯れなどの被害防

止は概ね計画どおりに実施しています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 農業生産額
95 億円 

（令和元年）

100 億円 
（令和７年）

95 億円 102 億円 86 億円 98 億円 103 億円 B

 認定農業法人数
22 法人 

（令和元年）

25 法人 
（令和７年）

20 法人 25 法人 27 法人 33 法人 38 法人 A

 これからの

キーワード

・後継者の発掘と育成・農地の集約・地域全体の有害鳥獣被害防止対策 

・スマート農業の普及・多様な主体や分野との連携・GI 登録を活用した販路拡大 

・先端技術を活用した森林境界の不明化への対応・森づくり活動への参加者増加 

・病害虫防除の効果的な実施

令和６年に開校した尾花沢すいか農学校の入校式。 

これからすいかづくりを学び、独り立ちを目指します。
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分野 02　商工業・観光業の振興 

 

数値目標の達成度　▷　製造品出荷額等は自動車関連や半導体関連の市場動向により波があるものの、目標

を超えた年度もありました。年間観光客入込数はコロナ禍以降、訪日外国人客の増

加などで回復傾向にあります。 

 

 

 

P&R：パークアンドライド。最寄りの駅やバス停まで自家用車で行き、公共交通機関に乗り換えて目的地へ

向かう移動形態。

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
2
-
1
 

商
工
業

l 専門家による経営戦略セミナーの開催、企業対策専門員による企業間取引の拡大、企業の人材

育成の支援に取り組んでいます。 

l 福原工業団地への誘致活動や福栄会と意見交換を開催し、２区画分譲が決定しました。 

l 創業支援等事業計画に基づき、市内における創業を支援しています。 

l 商店街のイベント支援、空き店舗の活用支援、元気おばね商品券やおばねくらし応援券による

地域内消費の促進に取り組んでいます。

 

0
2
-
2
 

観
光
業

l 徳良湖周辺の施設改修や wi-fi 整備を進め、徳良湖の機能強化に取り組んでいます。 

l 令和７年１月に民間事業者主導による賑わいの拠点が徳良湖にオープンしました。 

l 銀山温泉において、マイカー規制（P&R）と来訪者の分散化・平準化に関する実証に取り組み

ました。 

l 関係機関、団体と連携しながら、本市の魅力発信に取り組んでいます。 

l 徳良湖まつり、おばなざわ花笠まつり、新そばまつり、雪まつり、花笠高原荘の朝市等、四季

折々の自然と文化を活かした交流人口の拡大を図っています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 製造品出荷額等
301 億円 

（令和元年）

320 億円 
（令和７年）

284 億円 324 億円 297 億円 310 億円 ー B

 年間観光 客入込数

（年間）

175 万人 
（令和元年）

200 万人 
（令和７年）

102 万人 99 万人 127 万人 160 万人 160 万人 C

 これからの

キーワード

・競争力の高い経営環境づくり・企業誘致活動の強化・福原工業団地の環境改善 
・誰もが働きやすい職場環境構築への支援 
・創業の気運醸成・商店街協同組合との連携強化・徳良湖周辺の機能強化 
・体験型観光や着地型旅行商品の磨き上げと魅力向上 
・銀山温泉における滞在価値の向上・ターゲット訴求型情報発信・周遊ルートの造成 
・何度も訪れたくなるしかけづくり・持続可能な観光地域づくり

毎年 8 月 27 日、28 日に行われる「おばなざわ花笠まつ

り」。28 日の花笠パレードでは鮮やかな花笠が通りを彩

ります。
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分野 03　働き手の確保、雇用環境の充実 

 

数値目標の達成度　▷　新規学卒者の市内企業への就職者数は、小学校から大学生まで幅広く地元企業の PR

と企業訪問等のキャリア教育を推進した結果、目標を大きく上回りました。 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
3
-
1
 

働
き
手
の
確
保

l 高校 3 年生、中学 3 年生がいる世帯への市内企業ガイドブック配布、小学生から大学生まで

の企業訪問、じもと就職応援スタートアップ事業激励金等を実施しています。 

l 未来を担う人材の育成と、地元企業を知る機会を拡充するため、ものづくりやプログラミン

グ体験を通じて科学への興味や創造性を育む、少年少女発明クラブの活動を推進しています。 

l 市内企業に就労する外国人労働者の職場での就労を円滑にするため、日本語教室を実施して

います。 

l 福原工業団地への企業立地を支援するため、用地取得等の補助制度を設けています。

 

0
3
-
2
 

雇
用
環
境
の
充
実

l 企業が行う福利厚生施設整備を支援し、働きやすい職場づくりを後押ししています。 

l 国や県、市が実施する事業や支援制度について、市民や企業等に情報を発信しました。 

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 新規学卒者の市内企

業への就職者数

８人 
（令和元年）

12 人 
（令和７年）

23 人 37 人 28 人 28 人 21 人 A

 これからの

キーワード

・市内企業の周知・キャリア教育の充実・新規卒業者の地元就職促進 

・多様な人材が活躍できる環境・働きやすい職場づくりの制度普及

令和 6 年度より開始した企業で働く外国人向けの「日本

語学校」。語学だけでなく、日本で生活するうえでの知

識も教えています。
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政策の柱２　子育て・教育 

分野 04　少子化対策・子育て支援の充実 

 

数値目標の達成度　▷　年少人口割合（0～14 歳）は子育て世代を中心に転出超過が進んでおり、全国の地

方都市と同様に本市も年少人口が減少しています。少子化によって関心が高まって

いる少子化対策・子育て支援に対する市民の満足度は令和元年度の基準から低下し

ました。 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
4
-
1
 

少
子
化
対
策

l 結婚相談員 2 名を配置し、やまがたハッピーサポートセンター事業の活用を図っています。 

l 新婚世帯への助成、民間賃貸住宅等助成事業の拡充等を実施しています。 

l 令和 6 年度から不妊治療（先進医療分）費助成を実施しています。

 

0
4
-
2
 

子
育
て
支
援

l 妊婦～３歳児健診に加えて、令和７年度から５歳児健診を実施しています。 

l 高校３年生までの医療費及びひとり親家庭の父母等の医療費を無償化しています。 

l 保育施設の ICT 化を進め、保護者及び保育施設従事者の負担軽減を図りました。 

l ５地区で放課後児童クラブを開設し、希望者全員を受け入れる体制で実施しています。 

l こども家庭センターを設置し、支援が必要な妊産婦や子育て家庭に対し、母子保健機能と児童

福祉機能を一体化し、切れ目のない支援ができる体制を整えました。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 年少人口割合 
（0～14 歳）

9.59％ 
（令和２年

10 月）

維持 
（令和７年

10 月）

9.59％ 9.26％ 8.82％ 8.54％ 8.25％ C

 現状の少子化対策・

子育て支援に「満足」

又は「ほぼ満足」と回

答する市 民の割合

（アンケート）

23.7％ 
（令和元年）

35.0％ 
（令和７年）

－ － － －
21.5％ 
（R7）

C

 これからの

キーワード

・結婚観の多様化への対応・子育て世代の定住に向けた支援の充実 

・不妊治療や妊婦健康診査等の助成の充実・子育て世帯の医療費負担軽減 

・園児数減少を踏まえた保育施設のあり方検討・学校統合後の放課後児童クラブ整備
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分野 05　学校教育・青少年健全育成の充実 

 

数値目標の達成度　▷　中学生・高校生の尾花沢市の愛着度は若干の増加にとどまりましたが、依然として

8 割を超える高い割合です。ボランティア活動回数は目標を超えた年度もあり、活

発に活動するボランティア活動の定着が図られています。 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
5
-
1
 

学
校
教
育

l 学習支援員を各学校の実情に応じて配置し、授業の充実を図っています。 

l 教育相談の通年実施と適応指導教室を運営し、児童生徒及び保護者の不安や悩みに対応してい

ます。 

l 特別支援教育支援員を各学校の実情に応じて配置し、特別支援教育を行っています。 

l ＧＩＧＡスクール構想に基づき、タブレット配置と ICT 授業支援員を配置しています。 

l 学校、家庭、地域と連携した事業（家庭教育支援、放課後子ども教室、地域学校協働活動等）

を県補助も活用して実施しています。 

l 「尾花沢市小学校のあり方に関する基本方針」を令和 4 年 2 月に策定し、将来の小中学校のあ

り方について方向性を定めました。 

l 「尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画」を令和５年３月に策定し、令和 7 年

度に建築工事に着手しました。

 

0
5
-
2
 

青
少
年
健
全

育
成

l ボランティアサークル「風ぐるま」を中心に中高生ボランティア活動を促進しています。 

l 関係機関との連携により青少年健全育成市民集会や見守り活動を実施しています。 

l おもたか奨学金返還支援及び山形若者定着奨学金返還支援を実施しています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 「尾花沢市に愛着を

感じている」と回答

する中学生・高校生

の割合（アンケート）

82.0％ 
（令和元年）

90.0％ 
（令和７年）

－ － － －
82.8％ 
（R7）

B

 ボランティアサーク

ルを通じたボランテ

ィア活動の回数

4 回／年 
（令和元年）

5 回／年 
（令和７年）

0 回／年 3 回／年 6 回／年 4 回／年 7 回／年 A

 これからの

キーワード

・学力の向上・児童生徒への支援員の確保・ICT 教育の充実 

・放課後子ども教室支援員の確保とスキルアップ・新たな学校運営協議会の設置 

・中高生ボランティア会員の更なる拡大・奨学金返還事業の見直し

令和 10 年度開校予定の新たな「尾花沢小学校」です。

尾花沢に住むすべての小学生が通う学校となります。
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分野 06　生涯学習・芸術・文化・スポーツの活性化、文化財の保全 

 

数値目標の達成度　▷　生涯学習登録団体数は市民文化祭などの発表機会が活動意欲促進につながり、令和

６年度に目標を超えました。図書館利用者数はコロナ禍と児童や高齢者人口の減少も

あり低迷が続いています。 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
6
-
1
 

生
涯
学
習

l 地域での文化的活動が活性化するよう、生涯学習講座や活動の情報提供を行っています。 

l 生涯学習登録団体の支援を通じて市民の生涯学習活動の活性化、活動拠点の分館等（集落公民

館）の整備支援に取り組んでいます。 

l 図書館では様々な企画やイベントを通じて、本に触れ合う機会の充実を図るとともに、子供向

けイベントなどを開催し、小中学生の利用も促しています。

 

0
6
-
2
 

芸
術
・
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ

l 市民文化祭を開催し、芸術文化活動の輪を広げています。 

l 「尾花沢市スポーツ推進計画」を策定し、競技的なスポーツ振興だけでなく気軽にできるスポ

ーツ機会の創出など市民のスポーツ活動の推進を図りました。

 

0
6
-
3
 

文
化
財

l ふるさと塾出前講座の開催、おばなざわ花笠まつりへの参加呼びかけなど、地域の伝統と文化

を継承する活動の活性化を図っています。 

l 延沢城跡保存会へ補助金を交付し、保護、保存、整備を実施しています。 

l 日本遺産認定文化財の周知、山刀伐峠の歴史の道の整備等、歴史と文化の保存・活用に取り組

んでいます。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 生涯学習登録団体数
34 団体 

（令和元年）

40 団体 
（令和７年）

35 団体 35 団体 36 団体 38 団体 41 団体 A

 
図書館利用者数

19,162 人／

年 
（令和元年）

21,000 人／

年 
（令和７年）

11,101

人／年

13,712

人／年

13,512

人／年

15,277

人／年

13,883

人／年
C

 これからの

キーワード

・若年層にも魅力ある学習講座等の充実・登録団体の運営支援・団体立ち上げ支援 

・施設老朽化への財源確保・学習拠点機能の強化・文化祭参加者の拡大 

・スポーツ推進委員や部活動支援員の確保・ウィンタースポーツ振興の見直し 

・地域文化への関心醸成・延沢銀山遺跡の保存・歴史文化の後世継承と指導者確保
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政策の柱３　健康・医療・福祉 

分野 07　健康づくり・医療の充実 

 

数値目標の達成度　▷　心身共に自立し、健康的に生活できる期間を示す健康寿命は令和５年まで男女とも

延伸しました。令和 6 年はわずかに下がりましたが、概ね目標を達成する見通しで

す。 

※R6 については女性の健康寿命が基準値より微減となっているが、平均すると延伸しているため

A 評価とする。 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
7
-
1
 

健
康
づ
く
り

l 公民館等と連携して生涯元気ポイント事業を継続しており、生涯元気ポイント満点達成者は増

加傾向にあります。 

l 食生活改善推進委員や保健委員の協力のもと、食育、歯と口腔の健康、喫煙防止、適正飲酒、

心の健康づくりを進めています。 

l 国保加入者の特定健診は県内で高い受診率を維持しています。 

l 新たな「尾花沢市国民健康保険第３期データヘルス計画」に基づく特定健診、保健指導を実施

しています。 

l 乳幼児の予防接種率はほぼ 100％、HPV ワクチン接種率も年々上昇しています。

 

0
7
-
2
 

医
療

l 医師会・北村山医師会による日曜休日当番医制の運営、歯科医師会による乳幼児・成人歯科健

診を実施しています。 

l 診療所は患者ニーズを踏まえて小児科診療を開始し、医療体制の充実を図りました。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 

健康寿命

男性 79.60 歳　

女性 82.20 歳 
（令和元年）

延伸 
（令和７年）

男性

79.4 歳 
女性

83.6 歳

男性

80.2 歳 
女性

83.6 歳

男性

80.7 歳 
女性

83.4 歳

男性

80.8 歳 
女性

83.1 歳

男性

80.2 歳 
女性

82.1 歳

A※

 これからの

キーワード

・若い世代から高齢世代まで幅広い年齢層の市民が、主体的に健康づくりに取り組める

環境を整え、生活習慣病予防の地域展開 

・地域全体で生活習慣病等予防対策・健診等の未受診者対策・脂質異常有病者率の抑制 

・医療費適正化対策・定期予防接種の迅速な実施 

・持続可能な地域医療体制の構築・小児科の常時診療体制の検討

健康づくり事業には老若男女沢山の方に参加いただい

ています。地区公民館でも生涯元気ポイントが貯まる

様々な事業を実施しています。
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分野 08　地域福祉・支え合いの充実 

数値目標の達成度　▷　地域福祉協力員数は令和６年度に目標を上回りました。一方、市民の地域活動（行

事）に参加した割合は令和元年度の基準から低下しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
8
-
1
 

地
域
福
祉

l 社会福祉協議会の地域福祉専門員を中心に各種ボランティアの実施や福祉ネットワーク事業

（福祉隣組）を概ね計画通りに実施しています。 

l 差別解消や地域共生社会への理解を深める福祉教育を関係機関と実施しています。 

l 社会福祉協議会委託の生活自立支援センターと連携し、生活困窮者支援を概ね計画通りに実施

しています。 

l 社会福祉協議会では成年後見センター事業（市委託）のほか、法人後見制度を開始しました。

 

0
8
-
2
 

高
齢
者
・
障
が
い
者
施
策

l 地域包括支援センターへの相談者数は年々増加しており、行政や関係機関等と情報交換・共有

し連携して取組を進めています。 

l 民生委員等から避難行動要支援者の避難支援台帳への登録を呼びかけているものの、登録者数

は年々減少しています。 

l 令和 6 年度開始のマイナンバーカードを使用した電子タクシー券への申請が順調に伸びてい

ます。 

l 「尾花沢市介護保険事業計画」に基づき、各種介護事業を概ね計画通りに実施・提供していま

す。 

l 北村山自立支援協議会と連携し、障がい者の自立支援・生活支援、障がい福祉サービス等の提

供体制を確保しています。 

l 関係機関が連携して、障がい児の特性に応じた特別支援教育と相談支援を行っています。 

l 民生委員・児童委員は区長等から推薦により就任いただいています。 

l 老人クラブ等に活動費の補助金を交付しています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 「この 1 年間に、地

域の活動（行事）に参

加したことがある」

と回答した市民の割

合（アンケート）

65.0％ 
（令和元年）

70.0％ 
（令和７年）

－ － － －
62.0％ 
（R7）

C

 地域福祉協力員数
14 人 

（令和元年）

24 人 
（令和７年）

14 人 17 人 19 人 22 人 27 人 A

 これからの

キーワード

・福祉の担い手確保・地域のつながり強化（交流の促進）・福祉教育の推進・生活困窮者

の個別支援 

・成年後見制度の利用促進・高齢者と障がい者（児）の地域生活と自立支援 

・避難行動要支援者支援の強化・介護人材の確保・老人クラブ支援の見直し
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政策の柱４　都市基盤・住環境 

分野 09　都市形成の推進 

 

数値目標の達成度　▷　空き家、空き地の有効活用は令和６年度に初めて活用されたものの、目標達成は厳

しい見通しです。 

 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

0
9
-
1
 

土
地
利
用
・
市

街
地
整
備

l 「第２次都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」、「尾花沢市土地利用計画」を策定

しました。 

l 「尾花沢市小中学校建設検討委員会」を設置して検討を重ね、「尾花沢市小中学校建設基本構

想・小学校建設基本計画」を策定、令和 7 年度に建築工事に着手しました。 

l 令和 4 年 10 月に東北中央自動車道（東根北～大石田村山間）が開通し、道の駅が大いに賑わ

っています。

 

0
9
-
2
 

交
通

l 国・県道の改良整備の要望、地区の要望を踏まえた改良整備を進めています。 

l 東北中央自動車道の新庄真室川までの供用開始、国道 347 号の母袋地区バイパス化事業が着手

されました。 

l 生活交通タクシー補助「おばくる」の実施、山形空港と銀山温泉、工業団地を結ぶ「おいしい

山形空港ライナー」と「おいしい山形空港観光バス」の運行を継続しています。 

l 令和 7 年 10 月から利用者の予約に応じて乗降地点間の運行を行う乗合型の公共交通である、

AI デマンド交通の実証運行を開始しています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 
空き家、空き地の有

効活用

０か所 
（令和元年）

10 か所 
（令和７年）

0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 1 か所 B

 これからの

キーワード

・雪や災害に強い市街地整備・コンパクトな都市構造の形成 

・統合小学校用地の用途区域指定・道の駅の観光と防災機能強化 

・冬期間の交通安全確保・道路施設の老朽化対策・国道 347 号の危険箇所解消 

・地域の実情に合った公共交通の構築

令和 7 年度にスタートした AI デマンド交通「のらっし

ゃい」。公共交通の充実に一役買います。
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分野 10　住環境・雪対策の充実、上・下水道等整備の推進 

数値目標の達成度　▷　空き地や市有地を活用した宅地の供給は実績はなく、目標達成は厳しい見通しです。

地域一斉除排雪実施集落数は増えず、目標達成は厳しい見通しです。 

 

※PFAS：水や油をはじく特性を持つ有機フッ素化合物の総称。難分解性で環境中に残留・蓄積しやすいため、健康影響

が懸念されています。 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
0
-
1
 

住
環

境l 第９次ふるさと暮らし応援条例制定（令和 5 年 4 月 1 日施行）と移住・定住への助成交付、宅

地取得、新築・建て替え、克雪住宅の助成を拡充し、定住支援に努めました。 

l 空き家・空き地バンクの VR 内覧、空き地掲載を行い、購入希望者の利便性向上を図りました。 

l 「公園整備計画」を策定、防災機能を兼ねた憩いの場の確保を進めています。

 

1
0
-
2
 

雪
対
策

l 自力で除雪が困難な世帯に除雪券の交付、地区補助金の交付などを実施しています。 

l 雪まつりの開催や徳良湖スノーランド開設など、本市ならではの「雪」をテーマにした観光コ

ンテンツの充実を図っています。

 

1
0
-
3

水
道
・
下
水
道
等

l 水道水の水質検査、施設の耐震化、老朽管の更新を実施しています。 

l 簡易水道事業、農業集落排水事業は令和 6 年度に公営企業会計に移行しました。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 
空き地や市有地を活

用した宅地の供給

０区画 
（令和元年）

20 区画 
（令和７年）

0 区画 0 区画 0 区画 0 区画 0 区画 C

 
地域一斉除排雪実施

集落数

2 集落 
（令和元年）

5 集落 
（令和７年）

2 集落 1 集落 2 集落 1 集落 2 集落 B

 これからの

キーワード

・公共による宅地造成エリアの検討 

・空き家対策の措置強化と空き家の需給ミスマッチ解消 

・地区管理体制の強化・除排雪作業の GPS 活用・水道水の PFAS 対応 

・水道事業の経営基盤強化

毎朝の除雪作業は冬季の市民の交通を守る大切な事業

です。毎年、きめ細やかな除雪作業を心がけています。
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分野 11　安全な地域づくりの推進 

 

数値目標の達成度　▷　住宅用火災報知器設置率は伸び悩んでおり、目標達成は厳しい見通しです。市民の

避難路・避難所の認知度は 10 ポイント増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
1
-
1
 

消
防
・
防
災

l 災害時孤立集落に IP 無線機を貸与し、有事の情報伝達、状況確認を可能にしています。 

l 防災情報ガイド（尾花沢市防災マップ）を令和６年度に更新、新たな洪水浸水想定区域を掲載

しました。 

l 令和 7 年度からＷｅｂ版ハザードマップを公開しました。 

l 消防組織の広域化を進め、消防指令の共同運用を開始しました。 

l 消防団の処遇改善や訓練の見直し等、団員の士気向上と負担軽減を図っています。

 

1
1
-
2
 

交
通
安
全
・
防
犯

l 高齢者の交通事故を防ぐため、運転免許証を返納した高齢者にバス回数券、タクシー利用券、

商品券を交付しています。 

l 地区からの要望も踏まえ、交通事故危険個所等の改良を進めています。 

l 地域と連携し、防犯灯や防犯カメラの設置を進めています。 

l 特殊詐欺等の被害を防ぐため、様々な機会を通じて啓発活動を行っています。 

l 人の生活圏にクマが出没した場合の緊急銃猟制度の導入を受け、県緊急銃猟タスクフォースと

の連携や、関係機関合同の訓練を行いました。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 
住宅用火災報知器設

置率

87.0％ 
（令和元年）

100％ 
（令和７年）

87％ 80％ 80％ 83％ 79％ C

 「地域の避難路・避

難所を知っている」

と回答した市民の割

合（アンケート）

68.0％ 
（令和元年）

90.0％ 
（令和７年）

－ － － －
78.6％ 
（R7）

B

 これからの

キーワード

・自主防災組織による災害訓練の継続・防災マップの周知・危険箇所の整備 

・自主防災組織力の強化・３市消防の連携強化・魅力ある消防団の構築と団員確保 

・免許返納支援と代替交通手段の確保・区画線やカーブミラーの補修 

・防犯設備の計画的設置・地域防犯力（ディフェンス力）の向上

防犯活動に出発する「青パト」の出発式。その他にも、

ポスター掲示やまちの見回りなどで市民の安全を守っ

ています。
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分野 12　資源循環型社会の推進 

 

数値目標の達成度　▷　二酸化炭素排出量は、令和 2 年度で目標値を達成しましたが、そこからは横ばいの状況です。

一人一日当たりのごみ排出量は令和 4 年度まで増加していましたが、そこからは減

少傾向にあります。しかし、当初の目標値は達成できていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
2
-
1
 

環
境
保

全l 脱水汚泥の堆肥化処理を民間に委託し、全量が再利用されています。 

l 県等の関係機関と連携し、不法投棄の市内巡回パトロールを春と秋に実施しています。

 

1
2
-
2
 

環
境
衛
生

l ごみ焼却施設とリサイクルプラザの計画的な施設更新を進めています。ごみ焼却施設、リサイ

クルプラザ及び汚泥再生処理センターの性能を維持するため、補修工事を継続して実施しまし

た。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 
二酸化炭 素排出量

（環境省データ）

118.8kt-CO2 
（平成 29 年）

111.5kt-CO2

（令和７年）

100kt-

CO2

101kt-

CO2

99kt-

CO2
- - A

 
一人一日当たりのご

み排出量

848ｇ 
（令和元年）

802ｇ 
（令和７年）

881g 884g 900g 899g 889g C

 これからの

キーワード

・脱水汚泥の再利用継続 

・不法投棄の未然防止 

・ごみ焼却施設の計画的な修繕

昭和 55 年より稼働しているごみ焼却施設と平成 13 年

に竣工したリサイクルプラザ。老朽化が進んでいるた

め、更新に向け準備を進めています。
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政策の柱５　協働・行財政 

分野 13　交流の活性化、移住促進 

 

数値目標の達成度　▷　関係人口は継続的な取組の成果により令和２年度から目標を大きく超えています。

移住世帯は令和３～６年度合計で 114 件となり、目標を前倒しで達成しました。 

※ふるさと納税寄付者数+首都圏会・みやぎ尾花沢会+友好都市との交流事業参加者数など 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
3
-
1
 

交
流

l 宮城県岩沼市との交流事業の継続により、関係人口が創出されています。 

l 教育委員会で英会話教室を開始、外国人講師との交流機会が生まれています。 

l 年金や国保手続き等の多国語案内を常備し、転入手続き時に渡しています。 

l ふるさと納税返礼品やポータルサイトの充実により、令和６年度の寄附申込額が令和３年の 2

倍以上になりました。

 

1
3
-
2
 

移
住
支
援

l 移住検討者のオーダーメイド移住体験ツアー、学生向け職場体験ツアーを実施しました。体験先

に就職内定したケースも生まれています。 

l 移住支援コーディネーター（地域おこし協力隊）１名を配置し、移住サポート体制を強化しまし

た。また、県と連携した食の支援や移住支援金の助成を行っています。 

l 地域おこし協力隊の活動終了後に定住した人、定住には至っておりませんが引き続き関係を持

ち続けて活動する人もいます。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 関係人口（※）
25,314 人

（令和元年）

28,000 人

（令和７年）

39,091

人

59,771

人

72,844

人

86,609

人

93,652

人
A

 
移住世帯

70 件 
（平成 28 年

～令和元年）

累計 100 件 
（令和 3 年～

令和７年）

20 件 17 件 27 件 39 件 31 件 A

 これからの

キーワード

・地域間交流の創意工夫 

・外国人も暮らしやすい多文化共生社会の推進 

・国内外交流による「尾花沢ファン」の拡大 

・住居や仕事を含めた継続的な支援・新たな働き方の環境づくり 

・地域おこし協力隊の定住対策と活動強化
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分野 14　男女共同参画・コミュニティ活動・協働のまちづくりの推進 

 

数値目標の達成度　▷　地域運営組織数は令和元年から増えず、目標達成は厳しい見通しです。 

（移住世帯は分野 13 参照） 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
4
-
1
 

男
女
共
同
参
画

l 市民や団体等に広報や講座等を通じて男女共同参画社会に向けた意識改革に取り組んでいま

す。 

l ワーク・ライフ・バランス実践企業支援奨励金等を実施、実践企業が増えています。 

l 行政組織や学校において働き方改革を推進しており、時間外勤務の減少や休暇取得日数の増加

などの成果も上がっています。

 

1
4
-
2
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動l 「小さな拠点（地域の居場所となる拠点）」づくり、地域づくり座談会（各地区公民館単位）、

地域活性化交付金の活用等を通じて地域の特性や資源を活かした市民主体の地域づくりを進

めています。 

l 公共施設（各地区公民館等）を整備し、地域住民が気軽に集える場として活用しています。

 

1
4
-
3
 

協
働
の
ま
ち
づ

く
り

l 各集落、団体にて市長と語る会を開催し、市民の率直な意見を把握できました。 

l 大学生や市外企業による除雪ボランティアを通じて地域と企業等との交流を進めています。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 地域運営組織数
2 団体 

（令和元年）

5 団体 
（令和７年）

2 団体 2 団体 2 団体 2 団体 2 団体 B

 
移住世帯（再掲）

70 件（平成

28 年～令和

元年）

累計 100 件 
（令和 3 年～

令和７年）

20 件 17 件 27 件 39 件 31 件 A

 これからの

キーワード

・女性が活躍できる社会と人材の掘り起こし 

・中小企業へのワーク・ライフ・バランス推進 

・地域活動の担い手の高齢化への対応 

・地域拠点施設の老朽化対策と活用への合意形成 

・市民との対話・除雪ボランティア人材の育成
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分野 15　行財政運営の推進 

 

数値目標の達成度　▷　実質公債費比率（地方公共団体の財政規模に対する借入金の返済額の大きさを割合

で表したもの）は新庁舎建設や令和 6 年度以降の大規模な建設事業等により上昇し

ていますが、目標は達成する見通しです。市民の市政への関心はやや増加しまし

た。 

 

 

 施策 主な取組の進捗状況

 

1
5
-
1
 

行
政
運
営

l オンラインで行政手続きができる「スマート申請システム」の本格運用を令和６年４月から開

始しました。 

l 様々な行政サービスを市民のより身近な場所で受けられるよう、庁舎機能を搭載したマルチタ

スク車両「移動市役所」を導入しました。 

l 行財政改革を進めるため、事務改善委員会の開催、職員提案制度を創設しました。 

l 令和４年 10 月にホームページをリニューアルしました。 

l 将来にわたる公共施設の適正管理のため、「個別施設計画」を策定し、施設の長寿命化工事を計

画的に進めています。 

l 県、広域行政事務組合等との情報交換を通じて地域に適した政策を検討しています。 

l 市報おばなざわの発行を月 2 回から 1 回に変更し、行政運営の簡略化を図るとともに、SNS 等

を活用した多様な情報発信を実施することで、より幅広い層に対しアプローチが可能になりま

した。

 

1
5
-
2
 

財
政
運
営

l 小中学校の統合により、空き校舎及び学校用地の増加が想定されるため、利活用を検討してい

ます。 

l 令和 4 年度以降、当初予算編成時の枠配分方式の導入、特定財源や有利な地方債活用の徹底、

財政計画に基づく投資的経費の上限設定により、財政の健全化に取り組んでいます。 

l スキー場使用料の改定、徳良湖湖面使用料の新規設定など、受益者負担の適正化に取り組んで

います。 

l 訪問徴収、コンビニ納付、スマホ決済、口座振替等を実施し、市税等の収納率向上を図ってい

ます。

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 
実質公債費比率

6.6％ 
（令和元年）

12％を下回

る 
（令和７年）

6.9％ 7.1％ 8.1％ 9.0％ 10.3％ A

 「市政に 関心があ

る」と回答した市民

の割合（アンケート）

63.2％ 
（令和元年）

70.0％ 
（令和７年）

－ － － －
65.3％ 
（R7）

B

 これからの

キーワード

・行政手続きのオンライン化の推進・職員提案施策の実現 

・ソーシャルメディアの活用・指定管理者制度の活用・自治体間の連携強化 

・義務的経費増加への対策・新たな財源確保・多様な納付方法の周知
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３　重点プロジェクトの検証 

重点プロジェクト（第 2 期尾花沢市総合戦略）は、若い世代の地元定着とふるさと回帰を最優先に位

置付け、社会潮流を踏まえながら、若い世代が希望するライフデザインの実現を支援し、ライフステー

ジごとに変化する市民ニーズに寄り添ったまちづくりを進めるものです。 

 

各プロジェクトについては外部評価を毎年度実施しており、適宜、見直しを行っています。ここでは

外部評価結果を参考にした上で、指標の達成度を中心に検証しました（評価基準は本書を採用）。 

 

 

Project１ ふるさと一番！定住促進プロジェクト 

各施策の KPI（重要業績評価指標）は地元企業との交流による市内就職のきっかけづくり、公共交通

空白地帯の解消や流雪溝整備率の向上といった暮らしやすい環境づくりの部分では進んでいます。 

しかしながら、その成果が生産年齢人口の増加に結び付くまでには時間を要しており、現時点ではプ

ロジェクトの全体目標である生産年齢人口割合が年々低下し、目標を達成できない見通しです。 

プロジェクトの全体目標（数値目標）　　　　　　　　  

 

 

 テーマ プロジェクト名 目的

 転出抑制と転入増加の両面展開により、

社会動態をマイナスから均衡へ

1 定住促進プロジェクト 若い世代の地元定着とふるさと回帰

 2 移住促進プロジェクト 移住の地として選ばれるまちづくり

 若い世代の希望を叶える環境づくりによ

り、出生数の増加へ
3 子育て応援プロジェクト 

出会いから結婚、子育てを応援するま

ちづくり

 誰もが安心して暮らし続けられる、人生

100 年を元気暮らすまちへ 
4 健康長寿プロジェクト 

年を重ねても暮らしやすさを実感でき

るまちづくり

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 KPI（重要業績評価指標）

 大学生などのインタ

ーンシップ受入人数

0 人 
（令和元年）

３人／年 
（令和７年）

0 人／年 0 人／年 0 人／年 4 人／年 A

 
地元企業との交流

0 回 
（令和元年）

各学校１回／

年 
（令和７年）

１回／

年

２回／

年

２回／

年

３回／

年
A

 
公共交通空白地帯

4 地区 
（令和 2 年）

0 地区 
（令和 7 年）

３地区 ３地区 ３地区 ３地区 A

 
流雪溝整備率

74％ 
（令和元年）

80％ 
（令和７年）

74.87% 74.94% 75.11% 75.15% A

 
生産年齢人口割合

49.81％ 
令和２年 10 

月１日現在

維 持 
令和 7 年 10 

月１日現在

49.81％ 49.08％ 47.61％ 46.99％ 46.73％ C
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Project２ あのまちで暮らしてみたい！移住促進プロジェクト 

各施策の KPI（重要業績評価指標）のうち、体験ツアーの参加者数は伸び悩んでいるものの、文化・

スポーツ合宿件数、空き家バンク登録件数、北村山ＧＰＳ研究会加入農家数といった本市の魅力発信や

移住政策は着実に進みました。 

その成果が表れた形として、プロジェクトの全体目標である移住世帯数が令和 3 年からの 4 年間合計

で 100 世帯を超え、前倒しで目標を達成しました。今後は、移住者の定着率の向上が課題となっていま

す。 

プロジェクトの全体目標（数値目標）　　　　　　　　  

 

Project３ 子育て日本一への挑戦！子育て応援プロジェクト 

各施策の KPI（重要業績評価指標）のうち、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための環境や

多様な労働条件の整備等に取り組む事業主行動計画策定企業数は僅かずつですが増加しています。 

しかしながら、コロナ禍も影響して目標未達成の指標が多く、現時点では少子化に歯止めをかけるま

でには至っておらず、プロジェクトの全体目標である年少人口割合は年々低下し、目標達成が厳しい見

通しです。 

プロジェクトの全体目標（数値目標）　　　　　　　　  

 

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 KPI（重要業績評価指標）

 体験ツアーの参加者

数

45 人 
（令和元年）

95 人／年 
（令和７年）

45 人／

年

36 人／

年

39 人／

年

34 人／

年
C

 文化・スポーツ合宿

の件数

1 件／年 
（令和 2 年）

6 件／年 
（令和 7 年）

1 件／年 3 件／年 9 件／年 9 件／年 A

 空き家バンク登録件

数

15 件／年 
（令和２年）

20 件／年 
（令和７年）

14 件／

年

16 件／

年

19 件／

年

18 件／

年
A

 すいか収穫予測シス

テム利用登録者数

0 件 
（令和元年）

30 件 
（令和７年）

17 件 17 件 23 件 41 件 A

 
移住世帯

70 世帯 

平成 28 年～

令和元年

100 世帯 
令和３年～ 
令和７年

20 世帯 17 世帯 27 世帯 39 世帯 31 世帯
A

 114 世帯（令和 3 年～令和 6 年）

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 KPI（重要業績評価指標）

 LaLa ネット会員行

動日数

375 日／年 
（令和元年）

400 日／年 
（令和７年）

257 日

／年

316 日

／年

321 日

／年

256 日

／年
C

 地域子育て等拠点施

設利用者数

20,734 人 
（令和元年）

22,000 人 
（令和７年）

6,106 人 3,880 人 8,240 人 7,204 人 C

 
英語検定受検率

41.4% 
（令和元年）

80％ 
（令和 7 年）

79.0% 77.0% 73.6% 87.5% 76.5% A

 事業主行動計画策定

企業数

9 社 
（令和 2 年）

15 社 
（令和７年）

11 社 12 社 12 社 13 社 A

 審議会などの女性委

員の割合

8.9％ 
（令和元年）

20％ 
（令和７年）

21.3％ 29.0％ 31.4％ 33.0％ A

 
年少人口割合

9.59％ 

令和２年 10

月１日現在

維 持 
令和 7 年 10

月１日現在

9.59％ 9.26％ 8.82％ 8.54％ 8.25％ C
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Project４ 生涯幸せ！健康長寿プロジェクト 

各施策の KPI（重要業績評価指標）は、各地区の「ふれあいいきいきサロン」開催回数、芸術文化活

動の発表・鑑賞機会の提供、防災行政無線戸別受信機貸与数が着実に進み、防災出前講座の開催数は目

標を大きく上回りました。こうした取組は市民同士のつながりや生きがい、暮らしの安心感といった心

身の健康への好影響が考えられます。 

こうした成果によりプロジェクトの全体目標である健康寿命は男女とも概ね延びており、目標を達成

する見通しです。 

プロジェクトの全体目標（数値目標）　　　　　　　　  

※全体の健康寿命は延伸しているため A 評価 

※数値目標及び KPI について 

重点プロジェクトの数値目標や KPI（重要業績評価指標）については、急激な時代の変化に伴い、施策

の方向性を変更することもあることから、当初設定した目標値と施策に乖離が生じる場合も考えられま

す。そのため、数値目標及び KPI（重要業績評価指標）の見直しについても、総合戦略検証委員会にお

いて適宜協議を行いながら、重点プロジェクトの進捗管理を行う必要があります。 

 

 指標 基準 目標値 R2 R3 R4 R5 R6 評価

 KPI（重要業績評価指標）

 地域づくりに関する

視察研修などの開催

回数

３回／年 
（令和元年）

６回／年 
（令和７年）

3 回／年 2 回／年 1 回／年 0 回／年 C

 各地区の「ふれあい

いきいきサロン」開

催数

１回／年 
（令和元年）

３回／年 
（令和７年）

3 回／年 3 回／年 3 回／年 3 回／年 A

 芸術文化 活動の発

表・鑑賞機会の提供

2 回／年 
（令和元年）

3 回／年 
（令和７年）

2 回／年 3 回／年 4 回／年 2 回／年 B

 防災行政無線戸別受

信機貸与数

80 台 
（令和２年）

200 台 
（令和７年）

80 台 118 台 176 台 189 台 A

 
防災出前講座の開催

1 回／年 
（令和２年）

5 回／年 
（令和 7 年）

13 回／

年

13 回／

年

13 回／

年

15 回／

年
A

 

健康寿命

男性 79.60 歳 
女性 82.20 歳 

（令和元年）

延 伸 
（令和 7 年）

男性

79.4 歳 
女性

83.6 歳

男性

80.2 歳 
女性

83.6 歳

男性

80.7 歳 
女性

83.4 歳

男性

80.8 歳 
女性

83.1 歳

男性

80.2 歳 
女性

82.1 歳

A
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４　まちづくりアンケートの主な結果 

まちづくりの取組みに関する現状評価やこれからのまちづくりへの意見などを把握するために、市民、

中学生・高校生を対象にアンケート調査を実施しました。この結果を踏まえてこれからのまちづくりを

進めていきます。 

▼実施概要 

 

＜アンケートの主な結果＞ 

▼居住意向／尾花沢市に住み続けたいですか。（就職や進学で尾花沢市を離れたあと尾花沢市に戻ってきたいですか。） 

今後の居住意向（「住み続けたい」と「どちらかといえば住み続けたい（戻ってきたい）」の合計）

について、市民は 54.6％、中学生・高校生は 53.4％であり、いずれも半数を占めています。このうち、

「住み続けたい」割合は市民の 30％台に対し、中学生・高校生は 10％未満であり、差がみられます。 

     
住み続けたい主な理由（複数回答） 

住みたくない主な理由（複数回答） 

 区分 市民 中学生・高校生

 調査対象
2,000 人 
市内に在住する 18 歳以上から無作為抽出

626 人 
市内中学校在籍の中学生全数、高校生世代全数

 調査方法 郵送による配付、郵送または WEB による回収

 調査時期 令和７年 10 月 16 日～11 月４日（11 月 26 日分回答まで集計対象とした）

 回収数（率） 830 票（回収率 41.5％） 326 件（回収率 52.1％）

 
市民

l 親や親戚がいる住み慣れた土地 
l 友人や近所づきあいなど人間関係が良い 
l 自然が豊か

 
中学生・高校生

l 親や親戚がいる住み慣れた土地 
l 友人や近所づきあいなど人間関係が良い、 
l 住民の交流する場があり、イベントも楽しい

 
市民

l 日常の買い物が不便 
l 市内に適当な職場が少ない 
l 道路の整備状況や交通の便が悪い 
l 保健・医療・福祉分野のサービスや施設が不十分

 
中学生・高校生

l 日常の買い物が不便 
l 市内に適当な職場が少ない 
l 道路の整備状況や交通の便が悪い

54.6％ 
（前回 62.6％）

53.4％ 
（前回 57.0％）
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▼幸福感／尾花沢市で暮らすあなたの幸せの程度は 10 点満点で何点ぐらいですか。 

幸福感について、市民は「５点（ふつう）」、中学生・高校生は「７点」が最も多くなっています。

幸福感に影響を及ぼす事柄として、市民、中学生・高校生ともに「家族や友人、地域とのつながりがあ

ること」を挙げています。若い世代は「余暇の充実・趣味の時間が充実していること」も挙げています。 

 
幸福感に影響を及ぼす主な事柄（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民

l 家族や友人、地域とのつながりがあること 
l 心身の健康が維持・増進すること 
l 所得が増えて豊かになること 
l 余暇の充実・趣味の時間が充実していること（※20 代、30 代に多い）

 中学生・高校生
l 家族や友人、地域とのつながりがあること 
l 余暇の充実・趣味の時間が充実していること
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▼施策満足度×期待度（市民 N＝830） 

 

 

 

 

満足度より期待度が10ポイント以上高い分野 

 

 

 

農業・畜産業・林業の振興

商工業・観光業の振興

働き手の確保、雇用環境の充実

少子化対策・子育て支援の充実

学校教育・青少年健全育成の充実

生涯学習・芸術・文化・スポーツの活性化、文化財の保全

健康づくり・医療の充実

地域福祉・支え合いの充実

都市形成の推進

住環境・雪対策の充実、上下水道等整備の推進

安全な地域づくりの推進

資源循環型社会の推進

交流の活性化、移住促進

男女共同参画の推進

コミュニティ活動・協働のまちづくりの推進

行財政運営の推進

20％

25％

30％

35％

40％

45％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
期
待
度

現状のまちづくりへの満足度低

高

高

 施策 満足度（％） 期待度（％） 期待度と満足度の差

 商工業・観光業の振興 13.7 34.8 21.1 ポイント

 都市形成の推進 18.6 30.2 11.6 ポイント

 学校教育・青少年健全育成の充実 22.8 33.5 10.7 ポイント

期待度：「期待する」と「どちらかといえば期待する」の合計 
満足度：「満足である」と「どちらかといえば満足である」の合計

「福祉・支え合い」や「健康」、「地域の安全」は

満足度と期待度がともに高く、本市の強みとい

える分野です。 
今後も継続して取組みを進め、暮らしやすさ

をより高めることが必要です。

「 商 工 業・ 観 光 業 」 や 「 雪 対

策」、「教育環境」等は満足度が

やや低い反面、期待度が高く、こ

れからのまちづくりの「伸びし

ろ」がある分野です。 
市民の期待に応えるため、市

民と協働しながら進めることが

必要です。

このエリアの施策は他の分野より満足度、期待度とも

に低いですが、これらは効果が実感されにくく、成果と

して表れるまでに時間が必要な分野です。 
一方、人口減少社会に対応し、将来にわたって活力と

安心を確保するための重要な基盤となる分野でもある

ことから、持続可能で誰もが暮らしやすいまちづくりの

実現に向け、より一層の取組を進めることが必要です。

満足度より期待度が 10 ポイント以上高い分野は「商工業・観光

業」や「都市形成」、「教育環境」です。 
市民の期待に応えるため、優先的に取り組む必要があります。
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（参考）各分野に対する年齢別の満足度、期待度 

 

 

 

 

 

施策満足度は、10～30 代は全体より高い分

野が多く、中でも「福祉」と「地域の安全」では

50％を超えて高くなっています。

施策期待度は、10～30 代は全体より高い分野

が多く、特に「商工業・観光業」と「地域の安全」への

期待度が高くなっています。
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▼あなたは、尾花沢市に対してどの程度愛着を感じていますか。 

中学生・高校生の尾花沢市への愛着度

（「とても愛着を感じている」と「どちら

かというと愛着を感じている」の合計）は

82.8％（前回 82.0％）と高く、中学生・高

校生の８割が愛着を感じていることがわ

かります。 

  

 

 

 

 
▼あなたは将来、どこで働きたいですか。 

中学生・高校生の将来の働きたい場所に

ついて、「県内の他の都市で就職したい」

と「県外の都市で就職したい」の合計が

66.9％です。 

県内・県外（市外）で働きたい理由に「地

元以外・都会で生活をしたい」、「志望企

業がある」などを挙げています。 

  

 

 

 
▼今後の尾花沢市において、どのような特色のあるまちづくりを重視するべきだと考えますか。（中学生・高校生 N=326） 

中学生・高校生は、重視するべきまちづくりの姿として、「快適で安全・安心に暮らせるまち」や「観

光をさかんにし、いろんな交流をすすめるまち」などを上位に挙げています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 市内で働きたい主な理由（複数回答） 県内・県外で働きたい主な理由（複数回答）

 l 地元が好き、地元に貢献したい 
l 両親の近くで生活したい 
l 友人が多い

l 地元以外・都会で生活をしたい 
l 志望企業がある 
l 親が地元の就職にこだわらない

観光をさかんにし、

いろんな交流を 
すすめるまち

自然や環境に 
やさしいまち

子どもの保育や教

育環境が充実した

まち

快適で安全・安心

に暮らせるまち

観光をさかんにし、

いろんな交流を 
すすめるまち

快適で安全・安心

に暮らせるまち

第１位（単数回答）

第 2 位（単数回答）
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市民アンケートの自由記載の回答の中で、使用頻度の高いワードを見える化しました。 

 

▼市民アンケート（各分野への意見・提案の自由意見及びまちづくり全般への意見・提案自由意見をもとに作成） 

市民アンケートの自由記載の回答の中で、使用頻度の高いワードを見える化しました。 

 

 

 

 

 

 

（青色：名詞、赤色：動詞、緑色：形容詞・形容動詞、単語の大きさはスコア順） 

※ユーザーローカル大容量テキストマイニングツール（https://wordcloud.userlocal.jp/）による分析 
※「尾花沢」「尾花沢市」のように出現頻度と重要度の関連が薄いと思われるキーワードは除外して作成 

 
▼中学生・高校生アンケート（自由意見「これからのまちづくりに期待すること」をもとに作成） 
市民アンケートの自由記載の回答の中で、使用頻度の高いワードを見える化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青色：名詞、赤色：動詞、緑色：形容詞・形容動詞、単語の大きさはスコア順） 

※ユーザーローカル大容量テキストマイニングツール（https://wordcloud.userlocal.jp/）による分析 
※「尾花沢」「尾花沢市」のように出現頻度と重要度の関連が薄いと思われるキーワードは除外して作成 

「ブランド和牛・すい

か」や「銀山・徳良湖」

のように、尾花沢市の強

みになる言葉が多い一

方、「雪対策」「流雪溝」

などの現実的な問題も

多く見られます。

「あそび場」や「悠美

館」、他自治体の施設名

が上がるなど、居場所を

求める声が多く、「まち

づくり」や「にない手」

などの前向きな言葉も

多く見られます。
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後期基本計画 

 

中表紙 
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第３章 重点プロジェクト（第３期尾花沢市総合戦略） 

１　重点プロジェクトの主旨 

第 7 次尾花沢市総合振興計画の将来推計人口と前期基本計画の重点プロジェクトを「第 2 期尾花沢市

人口ビジョン及び第 2 期尾花沢市総合戦略」として位置付け、推進してきました。 

後期基本計画においても分野毎の施策の中から「第 3 期総合戦略」に位置付ける重点プロジェクトを

定め、国の「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26 年 11 月に公布・施行）及び「地方創生 2.0 基本構

想」（令和 7 年 6 月閣議決定）と連動させながら、本市独自の持続可能なまちづくりを推進します。 

 

 目的 プロジェクト名 内容
前期重点プロジェクトと

の関係

 
関係人口の創出と定住を促進し、交

通・雪対策や防犯体制の最適化で、次

世代に選ばれる生活基盤を築きま

す。

住みたくなるまちプロジ

ェクト

関係人口の創出 
定住の促進 
交通・雪対策 
安全・安心な暮らしづ

くり

前期の「①定住推進」「②

移住促進」を統合し、新た

なプロジェクトとして再構

築します。

 
子育て支援と教育環境を充実させ、

男女共同参画を推進。地域全体で健

やかな成長を支える環境を作りま

す。

子育てしたいまちプロジ

ェクト

子育て支援 
学校教育の充実 
男女共同参画の推進

前期の「③子育て応援」を

継続しています。

 
農業の振興と地域産業の活性化を図

り、多様な働き方を支援。若者が意欲

を持って働ける雇用環境を整えま

す。

働きたくなるまちプロジ

ェクト

産業の活性化 
農業の振興 
雇用環境の充実

前期の「①定住推進」の中

から雇用拡大を独立し、d

産業、農業を加えて再構

築します。

 
健康増進と行政サービスの質を向

上。良好な生活環境を整備し、誰もが

日々の幸せを実感できるまちを目指

します。

幸せに暮らせるまちプロ

ジェクト

健康増進 
市民サービスの充実 
環境整備

前期「④健康増進」に市民

サービスの充実や環境整

備を加えて再構築します。
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重点的に推進する 
分野横断的な取組群

地方創生 2.0 が目指す姿（国）との連動 
1．若者や女性にも選ばれる地方をつくる　　　　　　2．地域資源を活用した高付加価値型の地方経済をつくる 
3．安心して暮らせる地方をつくる　　　 4．都市と地方が互いに支え合い、一人一人が活躍できる社会をつくる 
5．ＡＩ・デジタルなどの新技術が活用される地方をつくる

まちの将来像　このまちで ともに 生きる　しあわせな時を刻むまち 尾花沢

２　重点プロジェクトの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政策の柱1 

産業振興

政策の柱2 

子育て 

教育

政策の柱3 

健康 

医療 

福祉

政策の柱4 

都市基盤 

住環境

政策の柱5 

市民協働 

行財政

目標（分野）毎 
の取組群

 地域産業の力を高める 
持続可能な雇用創出

子どもの成長と家庭

を支える環境の向上

幸せを実感できる 
健康と環境の向上

選ばれ続けるまちの 
基盤づくり

Project4 
幸せに暮らせるまち 

プロジェクト

Project3 
働きたくなるまち 

プロジェクト

Project2 
子育てしたいまち 

プロジェクト

Project１ 
住みたくなるまち 

プロジェクト
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３　重点プロジェクトの内容 

Project１ 住みたくなるまちプロジェクト 

 

プロジェクトの方向性と目指す成果 

　関係人口の創出と定住促進を一体的に進め、地域の活力を高めます。あわせて暮らしの安全と安

心を支える交通・雪対策や安全・安心な環境整備を推進し、誰もが住み続けられ、次世代からも「選

ばれるまち」としての生活基盤を確立します。 

 

プロジェクトに位置付ける取組 

重点 1.1 関係人口の創出 

重点 1.2 定住の促進 

重点 1.3 交通・雪対策 

 

 

 

 

 成果（数値目標） 基準（R7） 目標（R12） 説明

 
本市に住み続けたい人の

割合
54.6％ 基準値を上回る

市民アンケートに「本市に住み続けたい」

「どちらかと言えば住み続けたい」と答え

た人の割合。本市への定着率向上を図る。

 取組 徳良湖周辺・銀山温泉の魅力向上 推進施策 2.2.1.2

 全国の「尾花沢ファン」の拡大 推進施策 13.1.2.2

 都市とつながる田舎づくりの推進 推進施策 13.1.2.5

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 関係人口（ふるさと納税寄付者数）
80,564 人 

（R7.3 時点）
100,000 人

 取組 若者の地元就職促進 推進施策 3.1.1.5

 住まいなどの定住環境の整備 推進施策 10.1.1.1

 移住・定住を応援する体制の充実 推進施策 13.2.1.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 新規学卒者の市内企業への就職者数
21 人 

（R7.3 時点）
24 人

 取組 地域の実情に合った公共交通体系の構築 推進施策 7.1.4.2、9.2.4.1

 迅速で効率的な除雪作業の実施 推進施策 10.2.1.2

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 地域一斉除排雪実施集落数
2 回 

（R7.3 時点）
3 回
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重点 1.4 安全・安心な暮らしづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 地区住民の災害対応能力の向上 推進施策 11.1.2.4

 関係機関・団体と連携した防犯意識の啓発 推進施策 11.2.2.1

 空き家の適正管理の促進 推進施策 10.1.1.6

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 特定空き家等の解消数
0 件 

（R7.3 時点）
5 件

写真等
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Project２ 子育てしたいまちプロジェクト 

 

プロジェクトの方向性と目指す成果 

　子育て支援の拡充と学校教育の充実により、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えます。

併せて、男女共同参画を推進し、誰もが共に支え合いながら、安心して子どもを産み育てられる「子

育てしたいまち」を実現します。 

 

プロジェクトに位置付ける取組 

重点 2.1 子育て支援 

重点 2.2 学校教育の充実 

重点 2.3 男女共同参画の推進 

 成果（数値目標） 基準（R7） 目標（R12） 説明

 
少子化対策・子育て支援

の満足度
21.5 基準値を上回る

市民アンケートによる「少子化対策・子育

て支援」に「満足である」「どちらかといえ

ば満足である」と答えた人の割合

 取組 妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援の充実 推進施策 4.2.1.1

 こども家庭センターを中心とする連携強化 推進施策 4.2.1.3

 子育て支援拠点の機能強化 推進施策 4.2.2.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 保育所待機児童数 0 人 
（R7.10 時点）

0 人

 取組 確かな学力の育成 推進施策 5.1.1.1

 国際社会で求められる活用力・探究力の育成 推進施策 5.1.1.5

 ICT 教育環境の充実 推進施策 5.1.1.6

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 
将来の夢や希望を持っている児童生徒の割合

児童：79.8％ 
生徒：74.7％ 

（R7 時点）

児童：84.0％ 
生徒 80.0％

 取組 男女共同参画社会についての正しい理解と人権尊

重の意識づくり
推進施策 14.1.1.1

 女性のキャリア形成への支援 推進施策 14.1.1.2

 ワーク・ライフ・バランス実践企業への支援 推進施策 3.2.1.3、4.2.3.1、14.1.2.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 審議会などの女性委員の割合
33％ 

（R7.3 時点）
40％
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Project３ 働きたくなるまちプロジェクト 

 

プロジェクトの方向性と目指す成果 

基幹産業である農業の振興と地域産業の活性化を図り、活力ある経済基盤を築きます。あわせて、

多様な働き方に対応した雇用環境の充実を進めることで、若者や市民が地元で意欲を持って働き続

けられる「働きたくなるまち」を実現します。 

 

プロジェクトに位置付ける取組 

重点 3.1 産業の活性化 

重点 3.2 農業の振興 

重点 3.3 雇用環境の充実 

 成果（数値目標）
基準値 
（R7）

目標値 
（R12）

説明

 本市で働きたい人

の割合
21.5％ 基準値を上回る

市民アンケートによる「あなたは将来どこで働きたいです

か」の問いに「尾花沢で働きたい」と答えた人の割合

 取組 戦略的経営の推進 推進施策 2.1.1.1

 企業が進出しやすい条件の整備 推進施策 2.1.2.2

 起業・創業から事業継続までの一環的な支援の実施 推進施策 2.1.3.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 製造品出荷額等
310 億円 

（R6.3 時点）
320 億円

 取組 新規就農促進に向けた取組みの拡充 推進施策 1.1.1.4

 担い手への農地集積の促進と集落営農組織の法人化 推進施策 1.1.2.1

 スマート農業技術の普及 推進施策 1.1.3.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 農業生産額 103 億円 
（R7.3 時点）

110 億円

 取組 多様な人材が活躍できる環境づくりを推進 推進施策 3.1.1.6

 労働環境改善に向けた家庭、企業などへの情報発信 推進施策 3.2.1.2、14.1.2.2

 ワーク・ライフ・バランス実践企業への支援 推進施策 3.2.1.3、4.2.3.1、14.1.2.1

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 やまがたスマイル企業認定企業数 8 社 
（R7.10 時点）

12 社
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Project４ 幸せに暮らせるまちプロジェクト 

 

プロジェクトの方向性と目指す成果 

健康増進の取り組みや、市民一人ひとりに寄り添った行政サービスの充実により、心身ともに健

やかに暮らせる環境を整えます。あわせて、脱炭素と循環型社会による良好な生活環境の整備を進

め、すべての市民が心身ともに健康で環境にやさしい暮らしに喜びを感じる「幸せに暮らせるまち」

を実現します。 

 

プロジェクトに位置付ける取組 

重点 4.1 健康増進 

重点 4.2 市民サービスの充実 

重点 4.3 環境整備 

 成果（数値目標）
基準値 
（R7）

目標値 
（R12）

説明

 
市民の幸福度 5.73

基準値を

上回る

市民アンケートによる「尾花沢市で暮らすあなたの幸せの程度は 10

点満点で何点くらいですか」の点数の平均値。より多くの人が幸福感

を感じながら過ごすことができるまちづくりに努める。

 取組 市民主体の健康づくり活動の定着 推進施策 7.1.1.1

 高齢期のレクリエーション機会の充実 推進施策 8.2.2.4

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 
健康寿命の延伸

男性 80.2 年 
女性 82.1 年 
（R7.3 時点）

延伸

 取組 インターネットなどを活用した行政サービスの充実 推進施策 15.1.1.4

 相談しやすい環境づくり 推進施策 8.1.1.10、8.2.1.10

 3 ない窓口の推進 推進施策 15.1.1.7

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 証明書コンビニ交付等の発行割合 12.3％ 
（R7.3 時点）

15.0％

 取組 地球温暖化防止対策の実践 推進施策 12.1.3.1

 ごみ焼却施設とリサイクルプラザの新設・更新 推進施策 12.2.1.3

 ＫＰＩ 指標名 基準（R7） 目標（R12）

 一人一日当たりのごみ排出量 889ｇ 
（R7.3 時点）

821ｇ
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第４章 推進施策 

政策の柱１　産業振興 

 ～キラリと光る産業のまち～ 

 

 

 分野 課題

 01　農業・畜産業・

林業の振興

l 農業は、高齢化による後継者不足が深刻であり、新規就農者への技術指導体

制の充実や経営の安定化に向けた支援、スマート農業技術の普及など、労働

力や生産力不足解消する取組みが必要です。 

l 中山間集落の担い手不足による耕作放棄（未作付）地の増加で有害鳥獣生息

域と人の生活圏との境目がなくなり農業生産への影響が懸念されます。集落

営農や周年農業など、中山間地に適した生産体制支援が必要です。 

l 畜産業は、高品質な黒毛和牛を安定的に供給し続けられる生産体制の確立と

販路拡大が必要です。 

l 林業は、担い手不足の減少による、里山の荒廃で防災機能の低下などの問題

があり、森林の多面的機能を持続する森林経営サイクルの確立が必要です。 

l 有害鳥獣による農作物被害の増加が深刻な問題であり、地域の実情に応じて

効果的な被害防止対策が必要です。

 02　商工業・観光業

の振興

l 工業は、拠点機能を活かした企業誘致や既存企業の技術力向上、中小企業同

士の連携強化など、地域経済を牽引する一層の取組みが必要です。 

l 商業は、人口減少に伴う人材と消費者の減少により既存商店の経営維持が困

難な状況にあります。消費喚起に加えて、事業承継や新たな創業を支える環

境づくりが必要です。 

l 観光業は、観光客の受入体制強化とターゲットに訴求した情報発信が急務で

す。銀山温泉における滞在価値の向上や観光コンテンツの磨き上げなどを通

じて周遊ルートを確立させるなど、何度も訪れたくなるきっかけづくり、魅

力づくり、仕掛けづくりが必要です。

 03　働き手の確保、

雇用環境の充

実

l 働き手の確保は全産業に共通する重要な問題であり、地元就労やＵＩＪター

ンの増加に向けて、より一層の取組みが必要です。 

l 雇用環境は、多様な人材が活躍できるように誰もが働きやすい職場づくり

を、全市を挙げてディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）

の普及を図ることが必要です。



41

分野 01　農業・畜産業・林業の振興 

◆ 楽しくやりがいのある農業を実現するための足掛かりを作ります。 

◆ 農産物・製品を通じて本市の認知度を上げ、次代を担う後継者を育成します。 

［具体的な方針］ 

l 次代を担う農業経営体への支援や新規就農促進に向けた取組みを拡充し、若手農業者など担い手を

育成します。 

l 農業法人化を促進し、集積・集約化した農地でスマート農業技術の本格導入を図ります。 

l 周年農業の定着、農業を核とした新たなビジネスを展開し、農業経営の安定化と収益増加に取り組

みます。 

l 尾花沢牛・雪降り和牛尾花沢の一貫生産基盤を強化するとともに戦略的な流通宣伝事業によるブラ

ンド力の向上と、地理的表示（ＧＩ）保護制度への登録を進め、国内外に販路を拡大します。 

l 山林所有者などと協力して森林経営サイクルの構築を進めるとともに、地域ぐるみでの有害鳥獣被

害防止対策に取り組みます。 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 
1 農業生産額

103 億円 
（R7.3 時点）

110 億円

スマート農業技術の導入や周年農業の支援に取り組

むことで、次代を担う農業経営体や新規就農者の育

成を図り、農業生産額の増加を目指す。

 
2

尾花沢牛・雪降り和牛尾花

沢取扱指定店

117 店 
（R7.10 時点）

130 店

新規取扱指定店の登録数を増やし、雪降り和牛尾花

沢の流通基盤を強化することにより、認知度の向上

と販路開拓、販売促進を目指す。

 
3 地域鳥獣対策団体

9 団体 
（R7.10 時点）

15 団体
地域ぐるみによる有害鳥獣被害防止対策に取り組む

団体数の増加を図り、有害鳥獣被害の減少を目指す。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

     

     

     

 

地域の特産物をアピールし、地元の産品

を購入しよう!! 

 

 

 

 

イラスト
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01-1 農業・畜産業 

1.1.1　若手農業者の応援、新規就農者の育成 

1.1.2　集落営農、農事組合法人化の推進 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 次代を担う農業経営体の

生産性・品質の向上支援

小規模かつ意欲ある農業経営体に対する市独自支援の拡充

を図る。
継続

 2 新規就農者の栽培技術習

得の支援

すいか農学校において、年間を通した技術研修を提供し、栽

培技術の習得を支援する。
見直し

 3 新規就農促進に向けた取

組みの拡充

すいか農学校ホームページにより、情報発信に努める。また、

県や教育機関と連携し、播種から収穫まで体験することを通

じて農業の楽しさや儲かる農業の情報発信に努める。

見直し

 4 認定農業者や女性農業者

の確保・育成

意欲ある担い手育成のため認定農業者の視察・研修の充実を

図るとともに、女性が働きやすい環境整備に向け、女性農業

者グループへの活動支援や関係機関と連携し、農業経営を支

援する。

見直し

 5 農繁期の人手不足の解消 すいか生産者を対象に特定地域づくり協同組合やシルバー

人材センターを活用した雇用派遣制度の利用促進を図る。
拡充

 1 担い手への農地集積の促

進と集落営農組織の法人

化

地域計画の話し合いの中で、担い手の農地集積・集約化を推

進しつつ集落営農の組織の法人化へ向けた取り組みを支援

する。

継続

 2 農地や環境を保全する地

域活動組織の育成

多面的機能支払交付金を活用し、地域の共同による農業用施

設の維持管理と活動組織の指導体制を強化する。
継続

 3 農村集落の維持、遊休農

地・耕作放棄地の拡大防

止

多面的機能支払交付金の協定面積に応じて国、県、市で財政

支援を行うとともに、農地パトロールを強化する。 継続

 4 農業生産基盤の充実 未整備農地の機能向上と農業用施設の適正な維持管理に努

めるとともに、施設の長寿命化を図る。
継続

 5 有害鳥獣被害防止対策の

推進

クマ類の生息域と人の生活圏を分ける緩衝帯の整備を推進

する。 

簡易電気柵の設置面積の拡大と適正管理の指導強化に取り

組むとともに、被害防止に関する研修会を開催しながら、人

材育成の視点を含めた地域ぐるみの活動を支援する。 

人の生活圏にクマ類が出没した場合の関係機関との連携、情

報収集、注意喚起などの危機管理体制を強化する。

継続
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1.1.3 農業のスマート化と農業を核とした新たなビジネスの構築 

 

1.1.4 新規作物の導入と周年農業の推進 

 

1.1.5 黒毛和牛をはじめとした農産物のブランド化と販路の強化 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 スマート農業技術の普及 マンパワー不足を解消し省力化や生産効率の向上につなが

るドローンや自動操舵の農業用機械（田植え機、トラクター

等）、すいか収穫予測システムなど、地域に合ったデジタル

技術の活用と普及を推進する。

継続

 2 循環型農業の推進 尾花沢市エコ農業推進協議会を主体に、水田及び主要作物の

畑における堆肥等有機性資源の利活用など環境保全型農業

の普及を推進する。

継続

 3 廃プラスチックの適正処

理

尾花沢市廃プラスチック適正処理推進協議会を主体に、廃プ

ラスチックの適正処理の徹底指導や啓発に努める。
継続

 4 農業を核とした新たなビ

ジネスの構築

スマート農業の取組支援や、観光分野や福祉分野との連携を

推進する。
継続

 1 新規作物の導入と周年農

業の推進

高収益作物や冬期作付けに適した作物の情報収集に努める

とともに、周年農業の取り組みを推進する。 継続

 1 農産物のブランド化の推

進

「尾花沢産米雪きらり」、「尾花沢すいか」、「尾花沢牛・

雪降り和牛尾花沢」、「尾花沢そば」について、生産・品質

の向上と加工・販売支援を強化する。

継続

 2 国内販路の拡大 雪降り和牛尾花沢の地理的表示（GI）保護制度への登録を進

めるとともに「尾花沢産米雪きらり」、「尾花沢すいか」、

「尾花沢そば」と併せて各種イベント参加時に発信してい

く。

拡充

 3 黒毛和牛の一貫生産体制

の確立

肥育素牛の安定確保などによる畜産農家・事業者の生産基盤

強化のため、繁殖から肥育までの一貫生産体制の確立に必要

な支援を行う。

継続

 4 尾花沢牛・雪降り和牛尾

花沢の輸出拡大

雪降り和牛尾花沢の地理的表示（GI）保護制度の強みを活か

し、アジア圏を中心にＰＲ戦略を展開する。
継続
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01-2 林業 

1.2.1 森林経営サイクルの構築、公益的機能の保全と活用 

 

1.2.2 地域に適した有害鳥獣被害防止 

 

 取組 取組内容 方針

 1 水源かん養機能及び災害

防止機能を重視する保全

林の整備

森林整備について、意向調査から造林事業までのサイクルを

確立する。 継続

 2 水源として重要な森林の

保全

水環境保全の重要性や役割などを広く周知するとともに、水

環境保全条例の理念に基づき森林を保全する。 継続

 3 木材等生産機能を重視す

る資源の循環利用林の整

備

木材利用と造林事業の活性化を図るため、森林環境譲与税な

どを活用して林産業の構造改革の推進、路網整備、伐採、間

伐、植樹などを計画的に実施する。

継続

 4 市民、企業、行政のパート

ナーシップによる森づく

り活動の推進

やまがた絆の森協定（公有林を利用した企業などによる森づ

くり）を締結している長根山の「おーばん琴の森」などを活

用し、森林学習機会の充実を図る。

継続

 5 環境教育、レクリエーシ

ョン、憩いの場としての

活用推進

「ブナ共生の森」などを活用し、森林学習や体験事業、さら

にはレクリエーションなどの充実を図る。 継続

 6 地域林業の担い手となる

森林組合の体制強化

森林組合における森林プランナーの資格取得、林業従事者・

後継者の育成などを支援する。 継続

 7 合理的な作業体制の確立

と地産地消の普及

林産業者の所得向上につなげるため、森林組合と連携して民

有人工林の整備と地域産材利用拡大を図る。
継続

 8 ナラ枯れ・松枯れなどの

被害防止

森林環境譲与税ややまがた緑環境税などを活用し、ナラや松

の枯損木伐倒処理、病害虫防除を推進する。
継続

 1 有害鳥獣被害防止対策の

推進 

（1.1.2 再掲）

クマ類の生息域と人の生活圏を分ける緩衝帯の整備を推進

する。 

簡易電気柵の設置面積の拡大と適正管理の指導強化に取り

組むとともに、被害防止に関する研修会を開催しながら、人

材育成の視点を含めた地域ぐるみの活動を支援する。 

人の生活圏にクマが出没した場合の関係機関との連携、情報

収集、注意喚起などの危機管理体制を準備する。

継続
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分野02　商工業・観光業の振興 

◆ 人・モノ・情報が集まる拠点機能を活かして、商工観光の相乗効果を目指します。 

◆ 市民、企業、行政が一体となって、持続可能な観光地域づくりと地域経済の活性化に取組

みます。 

［具体的な方針］ 

l 尾花沢インターチェンジに隣接する強みを活かし、福原工業団地への企業誘致を進めるほか、

市内企業の連携による地域循環型共同受注体制の構築と技術力向上、市内での起業・創業の一

貫支援を行い、市内企業の強靭化を進めます。 

l 既存商店への事業支援、商店街活動の活性化、空き店舗の利活用、市民ニーズに応えるサービ

ス開発を支援し、経営維持と地域消費の喚起につなげます。 

l 徳良湖周辺の憩いの場と観光交流拠点しての機能強化を進めるとともに、銀山温泉をはじめと

した地域資源の魅力向上に取り組むことを通じて、広域的な視点も踏まえた周遊ルートを確立

します。 

l 地域資源を活かした交流、体験型・着地型の観光コンテンツを磨き上げ、ターゲットに訴求し

た情報発信で誘客を進めます。 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1 製造品出荷額等
310 億円 

（R6.3 時点）
320 億円

地域経済を牽引する企業の技術力向上と戦略経営セ

ミナーによる人材育成を推進するとともに、市内企

業の連携による地域循環型受注体制を構築すること

で製造品出荷額の拡大を目指す。

 

2 年間観光客入込数
160 万人 

（R7.3 時点）
200 万人

第 1 次持続可能な観光計画を元に、行政だけでなく、

市民、観光関連事業者、観光関連団体等、多様な主体

と連携し、選ばれる観光地、持続可能な観光地づくり

の実現を目指す。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

     

     

     

 

暮らしのそばにある魅力を探してみよ

う!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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02-1 商工業 

2.1.1 企業同士の連携、中小企業の経営支援 

 

2.1.2 優良企業の誘致 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 戦略的経営の推進 関係団体と連携し、企業の持続的成長を支えるため、戦略経

営の専門家による実践的なセミナーを開催し、経営力の強化

を図る。

継続

 2 企業間連携による高付加

価値なものづくり地域の

構築

市内企業の受注拡大と高付加価値サプライチェーンの構築

を図るため、金属製品加工業やプラスチック製品製造業を中

心とした小規模事業者の連携を支援し、地域内で循環する共

同受注体制の構築に取り組む。

継続

 3 地域産業の技術力・特産

品の情報発信

商工会など関係団体と連携し、地域産業の魅力を発信する

PR イベントを開催することで、地元企業の技術力や製品、

特産品の認知度向上を図り、販路拡大や地域ブランド力の強

化につなげる。

継続

 4 企業活動の活性化、人材

育成の支援

国や県と連携した各種支援制度を積極的に活用し、事業者が

必要とする人材の育成・確保や技術力の向上、新製品開発、

販路開拓を支援するとともに、従業員の資格取得を後押しす

ることで、企業としての価値を高め競争力の強化を図る。

継続

 5 中小企業における経営の

安定化

利子補給や保証料補給により、中小企業の資金調達負担を軽

減し、経営の安定化と新たな投資活動や事業展開を後押しす

る。

継続

 1 福原工業団地への企業誘

致の推進

工業団地内１区画の分譲を目指し、企業対策専門員を中心に

県と連携しながら誘致活動を展開するとともに、福栄会との

定期的な意見交換を通じて団地内の環境改善を推進する。

継続

 2 企業が進出しやすい条件

の整備

経済状況や社会情勢を踏まえながら、企業の投資活動を後押

しするとともに、雪対策の支援を行い、企業の安定した事業

活動を確保することで地域経済の持続的な発展につなげる。

継続
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2.1.3 起業・創業の一貫支援 

 

2.1.4 お客様の目線に立った買物環境の整備 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 起業・創業から事業継続

までの一貫的な支援の実

施

創業支援事業について支援内容の充実を図り、起業・創業の

相談から創業後の事業継続までを切れ目なく支援すること

で、地域における新たな企業の創出と定着を図る。

拡充

 2 経営改善、後継者育成の

支援

県や関係機関と連携し、商工事業者の経営力向上と後継者育

成を支援するとともに、円滑な事業承継を推進し、地域産業

の持続的な活力維持につなげる。

継続

 1 商店街協同組合への支援 商店街協同組合が実施する商店街の活性化や魅力向上につ

ながる取り組みを支援する。 継続

 2 個店への事業支援と空き

店舗の活用

既存店舗の魅力向上を目的としたリニューアルと空き店舗

を活用した出店を支援する。 継続

 3 商店街の利便性向上に向

けた地域独自サービスの

展開

ポイントカードについて、アプリ化を進めるとともに、行政

サービスでの活用にも取り組み、利用者にとって使いやすい

環境を整えることで、加入者の拡大と商業の活性化を図る。

拡充

 4 地域消費の促進 プレミアム付商品券の発行などにより、地元商店での消費を

喚起し、商店街の利用促進と活性化を図る。
継続
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02-2 観光業 

2.2.1　徳良湖周辺・銀山温泉を核とした魅力づくりの推進 

 

2.2.2　来訪者の共感を得る観光プロモーションの推進 

 

2.2.3　幅広い分野と連携した地域資源を生かす観光・交流の推進 

⁂ インフラ：「インフラストラクチャー」の略。一般的には経済活動や社会生活の基盤を形成する施設を表す。ここでは観

光地の基盤を形成する施設を表す。 

⁂レスポンシブルツーリズム：観光に携わるすべての人が、その土地の環境や文化などに与える影響に責任を持つべき

であるという考えのもと、より良い観光地をつくる動きのこと。特に、旅行者側に持続可能性を意識してもらうこと

を重視している。 

 取組 取組内容 方針

 1 徳良湖周辺・銀山温泉の

魅力向上

徳良湖周辺・銀山温泉の景観保全と交通環境・インフラ⁂の

改善に取り組み、憩いの場や観光拠点としての機能強化と滞

在価値の向上に努める。 

「ワーク×観光」「教育×観光」など観光と他分野との融合

を進め、滞在型観光地としての多面的な魅力を官民協働で高

める。

見直し

 2 持続可能な観光地域の基

盤づくり

観光を軸に来訪者と地域住民の交流機会の創出とレスポン

シブルツーリズム⁂の取組などを通じて、シビックプライド

（市民としての誇りと愛着）の醸成と担い手の育成に取組

む。

見直し

 3 多様な主体との連携強化 国、県、周辺自治体、民間団体、企業、地域などとの相互理

解と連携を深め、それぞれの強みを生かした広域周遊観光を

推進する。

見直し

 1 情報発信力と共感力の向

上

国内外のターゲットに応じた効果的な観光情報の発信とと

もに、尾花沢の魅力への共感を自ら発信したくなるようなし

かけを検討する。

見直し

 2 デジタルを活用したプロ

モーションの推進

デジタル技術と観光データの活用により、広域連携を通じた

新たな価値と相乗効果を創出し、より効果的で効率的な観光

プロモーションを推進する。

見直し

 1 体験・交流コンテンツの

充実

尾花沢ならではコンテンツ（雪、文化、文学、スポーツ、農

業、四季など）を磨き、来訪者視点でテーマ性とストーリー

性に富んだ観光・交流コンテンツを提供する。

見直し

 2 多様な資源を組み合わせ

た相乗効果の発揮

親和性の高い要素を組み合わせた体験と交流を創造し、再訪

や滞在時間の延長につなげる。 見直し
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分野 03　働き手の確保、雇用環境の充実 

◆ 若者の定着とふるさと回帰につながる仕組みづくりに取り組みます。 

◆ 誰もが働きやすい環境を創ります。 

［具体的な方針］ 

l 市内産業の情報提供とマッチングの充実、学校におけるキャリア教育の中で市内の産業を知る

機会を拡充します。 

l 企業の新規雇用を支援します。 

l 多様な人材が働きやすい雇用環境に向けて、家族経営・企業経営を問わず、ディーセント・ワ

ーク（働きがいのある人間らしい仕事）の普及を図ります。 

 

 

 

ディーセントワーク：権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事。 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1
新規学卒者の市

内企業への就職

者数

21 人 
（R7.3 時点）

24 人

働き手を確保するため、小学生から大学生までを対

象にした企業訪問や職業体験等によって地元企業

の魅力を知る機会を推進し、新規学卒者の市内企業

への就職者数の拡大を目指す。

 
2 やまがたスマイ

ル企業認定企業

8 社 
（R7.10 時点）

12 社

働きやすい職場づくりを推進するため、ワークライ

フバランスや女性活躍を実践する企業を支援し、や

まがたスマイル企業の認定企業の拡大を目指す。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

     

     

     

 

市内企業について調べ、市内の産業を

理解してみよう!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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03-1 働き手の確保 

3.1.1 市内産業の情報提供とマッチングの拡充 

特定地域づくり事業協同組合：地域人口が減少している地域において、様々な地域産業の担い手及び地域づくり人材を確

保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 企業ＰＲによる知名度の

向上

市内企業が持つ優れた技術力や働きがいを広く伝えるため、

学生だけでなく保護者にも積極的に情報発信を行い、企業の

知名度向上と地元就職への関心醸成を図る。

継続

 2 小学生から大学生までの

キャリア教育の推進

小中学生から、高校・高専・大学生まで、各世代を対象とし

た職場体験学習・インターンシップの受け入れ、企業視察会

の開催、少年少女発明クラブによる人材育成などにより、早

い段階から市内企業の良さを知る機会を拡充し、市内就労を

意識付ける。

拡充

 3 雇用に関する相談支援の

充実

職業紹介所を設置し、求人・求職のニーズ把握や相談支援を

充実させるとともに、適切なマッチングを推進することで、

市内企業の雇用確保と定住促進につなげる。

継続

 4 企業の新規雇用の促進 市内企業の事業拡大を支援することで新規雇用を創出する

とともに、新規立地を検討する企業に対し、工業団地の情報

や補助制度を広く周知することで、企業誘致を促進し雇用の

創出を図る。

継続

 5 若者の地元就職促進 市内企業への就職を希望する新規卒業者に対し、就職準備等

に関わる支援を行い、地元就職の促進を図る。 継続

 6 多様な人材が活躍できる

環境づくりを推進

人材の国際化が進む中で、多様な人材が活躍できる環境づく

りを推進する。
新規

 7 新規就農促進に向けた取

組みの拡充

幅広い世代をターゲットに新たな就農促進用ホームページ

を作成し、情報発信に努める。 

県や教育機関と連携し、生産から収穫まで体験することを通

じて農業の楽しさや儲かる農業の情報発信に努める。

継続

 8 特定地域づくり事業協同

組合への支援

市外からの働き手を呼び込むとともに、市内から働き手が流

出しないよう、安定した雇用の受け皿となる特定地域づくり

事業協同組合に対して財政支援を行う。

新規
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03-2 雇用環境の充実 

3.2.1 企業のディーセント・ワークの実現に向けた支援 

ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活を調和させることで、仕事と私生活の両方を充実させることで、相互に良い効果

を生み出す考え方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 企業の福利厚生の充実 企業が行う福利厚生施設の整備を支援し、職場環境の改善を

図ることで、働きやすい環境づくりと人材の確保・定着を促

進する。

継続

 2 労働環境改善に向けた家

庭、企業などへの情報発

信

関係機関と連携し、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法、

次世代育成支援対策推進法や育児・介護休業法など労働環境

改善に向けた情報発信に努め、働き方改革を推進する。

継続

 3 ワーク・ライフ・バランス

実践企業への支援

企業に対し、国・県のワーク・ライフ・バランスの推進に関

する認定制度の取得や、育児休業、介護休業などの取得促進

を支援する。

継続



52

政策の柱２　子育て・教育 

 ～ふるさと愛を育むまち～ 

 

※NRT：Norm-Referenced Test の略。受験者個人の到達度ではなく、集団の中での相対的な位置づけを評価するテスト。

他の受験者との比較を主目的とする評価方式。 

 分野 課題

 04　少子化対策・子

育て支援の充

実

l 少子化対策は、出会い、出産、就労、住居の確保など幅広い支援により

子育てにおける精神的不安や経済的負担を軽減することで、若者や子育

て世代が産み育て、住み続けたくなる手厚い支援が必要です。 

l 子育て支援は、共働き家庭の増加や女性就業率の向上などを背景に多様

化・高度化するニーズへの対応が重要であり、親子の健康づくり、地域

全体での支援、子育てと仕事の両立支援など、多くの分野が連携して子

育て世帯を包括的にサポートすることが必要です。

 05　学校教育・青少

年健全育成の

充実

l 令和 10 年度の「尾花沢小学校」開校を目指し、計画的に建設事業を進

めることが必要です。 

l 統廃合により小中学校がそれぞれ１校となり、各地域の自然や文化を学

習する機会の減少が予測されるため、ふるさと愛を醸成する地域の特色

ある体験学習の充実や自然文化の活用の充実を図ることが必要です。 

l 全国学力・学習状況調査や NRT の結果から、基礎学力の低下が見られる

ため、学習支援員など児童生徒の個々に応じたきめ細やかな学習支援が

必要です。 

l 地域づくりの主役として活躍できる人材育成のため、青少年ボランティ

アの活性化やキャリア教育の推進など、学校、地域、企業が連携して推

進していくことが必要です。

 06　生涯学習・芸

術・文化・スポ

ーツの活性化、

文化財の保全

l 生涯学習は指導者育成と幅広い世代へ関心を高めるられる学習講座の

充実が必要です。 

l 芸術、文化、スポーツは、後継者・指導者の確保や活動への関心を高め

るため、芸術、文化に触れる機会の充実や生涯スポーツの普及など、学

校や地域を通じて活動の気運を高め、地域の発展につなげることが必要

です。 

l 文化財は、市民の関心を高めることや点在する文化財保護・活用のため

伝統文化継承活動の活性化、体験型学習機会の創出、国指定史跡などの

活用など、歴史と伝統の継承への一層の取組みが必要です。
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分野 04　少子化対策・子育て支援の充実 

◆「子育て日本一への挑戦」を目標に掲げ地域全体で子育てを応援します。 

［具体的な方針］ 

l 県の取組みと連動させながら、若い世代の出会いの場から妊娠、出産、就労、定住、住まいま

で総合的な支援を拡充します。 

l こども家庭センターを中心に、すべての妊産婦、子育て家庭に対し必要に応じたきめ細かな支

援に努め、精神的な不安を軽減します。 

l 質の高い保育環境の構築、さらには子育てを応援する企業への支援を進め、地域全体が協力し

て子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1
LaLa ネットマッ

チングサポータ

ー行動日数

256 日 
（R7.3 時点）

300 日

相談員 2 名を配置し、個別お見合い活動ややまがた

ハッピーサポートセンター等の広域的な取り組み

と連携してマッチングサポーターの活動を支援す

る。

 

2 保育所待機児童

数

0 人 
（R7.3 時点）

0 人

少子化に伴い就学前児童数の見込は減少傾向です

が、子育て家庭をめぐる状況の変化に対応し、特に

需要が増している 3 歳未満児の保育について、必要

な保育体制を確保する。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

     

     

     

  

登下校時などにあいさつし、地域の子

どもを見守ることを心がけよう!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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04-1 少子化対策 

4.1.1 若い世代の出会いの場、就労、定住・住まいの確保 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 出会いの場の拡充 やまがたハッピーサポートセンター事業やむらやま広域婚

活事業を活用し、多くの出会いにつながるように支援してい

く。

見直し

 2 婚活支援体制の強化 結婚観の変化に合った事業展開が必要。ＬａＬａネットでは

結婚相談や仲介を継続しながら、出会いの可能性を高めるよ

うなイベントを開催することで、結婚への機運醸成を図る。 

また、やまがたハッピーサポートセンター事業の活用や各種

団体との情報交換などに努め、結婚に結び付く機会を提供し

ていく。

継続

 3 新婚世帯の定住促進 新生活のスタートにあたり安定した暮らしを支援するため、

結婚祝品の贈呈、住宅の取得・賃貸・引っ越し費用などを助

成し、若い世代の定住を促進する。

継続

 4 住まいなどの定住環境の

整備

ふるさと暮らし応援事業の効果的な情報発信に努めるとと

もに、多様化する生活や世帯のニーズに応じた事業内容の充

実を図る。

継続

 5 雇用に関する相談支援の

充実（3.1.1 再掲）

職業紹介所を設置し、求人・求職のニーズ把握や相談支援を

充実させるとともに、適切なマッチングを推進することで、

市内企業の雇用確保と定住促進につなげる。

継続
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04-2 子育て支援 

4.2.1 母親と子どもの健康の保持・増進 

⁂ ペアレントサポート手法：子育てに前向きな気持ちで向き合える方法を学ぶプログラムや、家族が子どもと

ともに成長していく場を提供する家族支援の一つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 妊娠期から子育て期まで

切れ目ない支援の充実

安心・安全な出産を迎えるために妊婦健康診査を実施し、乳

幼児健康診査、歯科健康診査、予防接種を実施し、子どもの

健やかな成長を支援する。

拡充

 2 安心して妊娠・出産がで

きる環境づくり

妊娠～出産期の相談支援、各種助成制度、妊婦のための給付

金等により、安心して妊娠、出産ができる環境づくりを目指

す。

継続

 3 こども家庭センターを中

心とする連携強化

こども家庭センターを中心に関係機関の連携を強化し、妊娠

期から子育て期まで切れ目のない支援を提供する。
見直し

 4 子育て世帯の医療費の負

担軽減

子育て家庭の経済的負担軽減と子どもの健全な発育、発達を

支援するため、医療費の自己負担分を助成する。
継続

 5 悩みを抱えた家庭の支援 複雑な問題や育児に困り感を抱えた世帯に、ペアレントサポ

ート手法⁂ を用いた支援を実施する。 継続
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4.2.2 地域における子育て支援の充実 

 

4.2.3 地域における子育て支援の充実 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 子育て支援拠点の機能強

化

地域子育て支援センター「ゆきごろうはうす」にて、未就学

児の保護者同士が交流を図る場を提供するとともに、子育て

に関する情報提供や相談支援を行う。

見直し

 2 市独自の保育の実践 「知育」「食育」「体育」「徳育」の 4 つの視点から体験型保

育を実施することで、丈夫で豊かな人間性を持った子どもの

育ちを支援する。

継続

 3 質の高い多様な保育サー

ビスの提供

多様化する子育てニーズに応えるため、保育サービスの充実

を図るとともに質の高い保育を提供していく。
継続

 4 放課後児童クラブの充実 子供たちが安全・安心に生活できる体制を引き続き提供する

とともに、利用を希望する児童全員が入所できるよう、環境

づくりを推進する。

継続

 5 子どもの学力定着の支援 学習支援ボランティアの協力を得ながら、要保護（生活保

護）・準要保護（就学援助）及びひとり親世帯における児童

の学習意欲を向上させ、将来の安定的な就業につなげる。

継続

 6 出生祝品の贈呈 赤ちゃんの誕生をお祝いし、健やかな成長を願うため、出生

届を提出した保護者に祝品を贈呈する。 継続

 1 ワーク・ライフ・バランス

実践企業への支援 

（3.2.1 再掲）

企業に対し、国・県のワーク・ライフ・バランスの推進に関

する認定制度の取得や、育児休業、介護休業などの取得促進

を支援する。

継続
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分野 05　学校教育・青少年健全育成の充実 

 

◆ 子供たちの健やかな成長を育み、ふるさとを愛し、未来を切り拓く力を伸ばします。 

◆ 全ての世代が学び合い、支え合う『生涯学習社会』の実現を通じ、地域を支える人づくりを

推進します。 

［具体的な方針］ 

l 子どもたちの安心と豊かな成長を地域全体で支え、学校、家庭、地域との連携を深めながら、

地域の持つ多様な資源を教育活動と学校運営に活かします。 

l 一人ひとりの安全・安心で、自分らしく学ぶことのできる最適な教育環境を整備します。 

l ウェルビーイングの向上を目指し、地域活動との連携やキャリア教育を推進することで、地域

で活躍できる人づくりを推進します。 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1
将来の夢や目標

を持っている児

童生徒の割合

児童：79.8％ 
生徒：74.7％

児童：84.0％ 
生徒：80.0％

教育委員会では、児童生徒の「夢・志教育」を推進

しており、全国学力・学習状況調査（小学校６年生

及び中学校３年生が調査対象）結果により達成度合

いを計る。

 

2

地域や社会をよ

くするために何

かしたいと思う

児童生徒の割合

児童：90.5％ 
生徒：85.0％

児童：93.0％ 
生徒：88.0％

教育委員会では、郷土愛の育成に取組んでおり、全

国学力・学習状況調査（小学校６年生及び中学校３

年生が調査対象）結果により達成度合いを計る。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

地域と連携した学習活動に参加してみ

よう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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05-1 学校教育 

5.1.1 本市独自の教育の展開 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 確かな学力の育成 学習支援員を配置し、児童生徒の個々の学習定着度に応じた

きめ細やかな指導を通した学力向上を目指し、児童生徒の学

校生活・学習全般について支援する。 

教員業務支援員を配置し、教職員の負担軽減を図る。

拡充

 2 「いのち」の教育の充実

と豊かな心の育成

生きることの意味や支え合って生活することの尊さを学ぶ

機会として講演会を計画的に開催し、「自分も他人も、かけ

がえのない存在である」ことを感じ取ることができる、道徳

教育の充実を図る。

継続

 3 心 の 問 題 に 関 す る 相

談・指導の充実

教育相談専門員及び不登校対策支援員、さらには外部専門

家、学校、家庭と連携を強化しながら、いじめ防止等の対策

を組織的かつ総合的に推進する。また、学校生活に困難を抱

えている児童生徒や長期欠席している児童生徒の状況に即

した学習指導や教育相談を行う教育支援センター（スマイ

ル・ホーム）の運営を充実する。

拡充

 4 特別支援教育の充実、適

切な就学相談・指導

障がいのある児童生徒一人ひとりに適切な指導及び支援を

実施できるよう、各学校の実情に応じて特別支援教育支援員

を配置するとともに、関係機関と連携し保育園・幼稚園を訪

問して園児の状況把握に努め、適切な就学指導を実施する。

拡充

 5 国際社会で求められる

活用力・探究力の育成

Challenge English（英語力向上）、ALT の配置、各種検定の受

検奨励などにより語学力の育成を図るとともに、異文化に対

する知識を深めるため、ICT 機器や新聞、学校図書を活用す

ることで、課題・問題解決の力を養う。

見直し

 6 ICT 教育環境の充実 児童生徒用の端末やネットワークを適切に維持管理し、最適

な教育環境を保つ。また、児童生徒の情報活用能力の育成を

図るため、ICT 支援員を配置するとともに、指導力向上と学

習の質を高めるため、教員研修や校内実践を実施する。

見直し

 7 国際的視野を持つ人材

の育成

外国語指導助手（ALT）とのかかわりを通じて、生きた英語

に触れ、異文化や多様な考え方を知ることで協働できる力を

育成する。さらに、発達段階に応じた英会話でのコミュニケ

ーション力の基礎を養う。

継続
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5.1.2　学校、家庭、地域の協力 

 取組 取組内容 方針

 8 基礎体力の向上と心身

の健全育成

豊かな自然環境や地域に根差した運動・スポーツを通じて運

動能力・体力を向上させるとともに、粘り強さを育む。早寝・

早起き・朝ごはん運動を推進し、学習習慣や生活リズムの確

立に努める。

見直し

 9 地域特性を活かした食

育の推進

地産地消給食、生産者を招いての交流給食、バイキング給食

など、「食」の地域特性、「食」への感謝、バランスのよい

食事などの理解と意識を高め、健全な食生活を実践できる力

を育む。

継続

 10 教職員の指導力向上に

向けた支援

教育講演会の実施、小・中教職員間の授業参観、先進校視察

など、教職員研修の充実を図り、専門職としての指導力の向

上を図る。

継続

 11 いじめ防止対策の充実 いじめ防止対策の推進に関する条例及びいじめ防止基本方

針に基づき、いじめ問題対策連絡協議会を定期的に開催す

る。学校・家庭・教育委員会がそれぞれの責務において、い

じめ防止に向けて取り組む。

継続

 12 児童虐待防止対策の充

実

関係機関（警察・児童相談所など）との連携を図りながら教

育相談の充実に努めるとともに、必要に応じてケース会議を

開催するなど、継続的な見守り体制を構築する。

継続

 1 学校経営の持続的な改善 教育委員会として各学校の取組みや学校経営状況の評価・指

導を継続的に実施する。令和 10 年度の小学校統合に向け、

教育大綱基本目標に基づき学校のグランドデザインを検討

していく。

継続

 2 地域と連携する教育活動

の推進

地域の特色を活かした体験学習の充実や自然文化の活用の

拡充を図るとともに、地域で活躍する若手人材情報の

「education-bank」を活用し、地域や企業との交流の場を創

出する。令和 10 年度の小学校統合に向け、各地区公民館と

の連携の在り方を検討していく。

拡充

 3 保護者などへの意識啓発 保護者などを対象に家庭と学校の協働体制をつくるため、学

校教育目標について共有し、さらに家庭教育に関する学習機

会や情報提供を社会教育団体と連携しながら行い、学校教育

への理解と信頼を深める。

継続
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5.1.3 新しい教育環境の構築 

 

05-2 青少年健全育成 

5.2.1 地域づくりの主役として活躍できる人づくりを推進 

 

 

 

 取組 取組内容 方針

 4 登下校時の見守り活動の

充実

「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路の安全対策を

講じるとともに、学校区毎に登下校時の見守り隊を編成し、

立哨活動を実施する。令和 10 年度の小学校統合に向け、ス

クールバス運行計画と地域の見守り体制を検討していく。

継続

 取組 取組内容 方針

 1 「尾花沢小学校」の新設 市内５つの小学校を１校に統合し令和 10 年度の開校を目指

すため、計画的に建設工事、備品購入等を進める。 見直し

 2 児童生徒の通学対策の充

実

遠距離通学者の安全安心な通学のため、スクールバスを運行

する。 拡充

 3 適正な教育環境の整備 多様な学習活動を保障するため、学校施設の老朽化などの状

況に応じて計画的な施設整備や長寿命化対策を実施する。
継続

 1 青少年のボランティア活

動の活性化

中・高校生のボランティアの活動を支援する。

継続

 2 青少年団体の活動の活性

化

子ども会やスポーツ少年団などの意向を踏まえ、団体の活動

を支援する。 継続

 3 地域の防犯パトロール、

見回り隊の活動などの推

進

青少年育成市民会議を中心に関係機関・団体及び家庭・学

校・地域などの連携により、青少年健全育成市民集会の開催

やあいさつ運動、巡回活動などの見回り活動を実施する。

継続

 4 地域の子どもは地域で育

てる活動の活性化

子どもたちを対象に、地域資源及び地域人材を活用した地区

独自の事業を各地区で開催する。統廃合による学区の広域化

を踏まえ、地区単位の多様な活動を支援する。

継続



61

5.2.2 未来を担う人材の確保 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 企業ＰＲによる知名度の

向上（3.1.1 再掲）

市内企業が持つ優れた技術力や働きがいを広く伝えるため、

学生だけでなく保護者にも積極的に情報発信を行い、企業の

知名度向上と地元就職への関心醸成を図る。

継続

 2 小学生から大学生までの

キャリア教育の推進 

（3.1.1 再掲）

小中学生から、高校・高専・大学生まで、各世代を対象とし

た職場体験学習・インターンシップの受け入れ、企業視察会

の開催、少年少女発明クラブによる人材育成などにより、早

い段階から市内企業の良さを知る機会を拡充し、市内就労を

意識付ける。

継続

 3 若者による地域活動の活

性化とふるさと愛の醸成

中高生を対象とした「まちの未来を、まちぐるみで考える」

キャリア教育を実践する。
継続

 4 奨学金返還支援の充実 高校授業料無償化や県内公立学校在学者への返還不要の給

付金の制度があるため、おもたか奨学金の必要性、新たな支

援策を検討する。

見直し
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分野 06　生涯学習・芸術・文化・スポーツの活性化、文化財の保全 

◆市民主体の「生涯を通じた学び」を応援します。 

◆ 全ての活動において情報発信の充実を図ります。 

［具体的な方針］ 

l 魅力ある生涯学習講座・教室の充実をはかり、多様な手法を用いて、世代や関心などに応じた
生涯学習情報を提供する。 

l 芸術文化協会と生涯学習団体の活動を支援しながら、共同での芸術文化振興に向けた取り組み
を行います。 

l  「スポーツ推進計画」前期計画の事業評価に基づき必要な見直しを行った上で、生涯スポーツ
の普及や、文化・スポーツ合宿を誘致して関係人口を増やすなど、スポーツの力を地域の活性
化につなげます。 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

     

      

 

地域の伝統をつなぐため、地域のお祭

りなどに参加してみよう！！ 

 

 

 

 

 

 

 指標 基準 目標値 説明

 
1 生涯学習団体数 41 団体 

（R7.3 時点）
43 団体

生涯学習登録団体の支援を通じて、市民の生涯学習
活動の活性化と活動拠点の分館等（集落公民館）の
整備支援に取り組む。

 
2

芸術文化活動の
発表、鑑賞機会の
提供

2 回 
（R7.3 時点）

2 回
市民文化祭を開催し、芸術文化活動の輪を広げてい
く。

 
3

社会体育施設利
用者数（市民体育
館、サルナートア
リーナ）

57,743 人 
（R7.3 時点）

60,000 人

スポーツ推進計画後期計画（R9～13）「スポーツ環境の整

備と地域活性化の推進（地域づくり）」における目標値。
前期計画（R4～8）の目標値 40,000 人を既に達成してい
るため、R8 中間見直しにおいて目標値を上乗せする。

 
4 芭蕉、清風歴史資

料館来館者数
3,646 人 

（R7.3 時点）
5,000 人

鈴木清風と「芭蕉 10 泊のまち」を活かした展示資
料の充実を図るとともに、特別展示事業などを展開
しながら、国内外への情報発信を強化する。

イラスト
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06-1 生涯学習 

6.1.1 生涯学習講座・教室の充実 

 

⁂ レファレンスサービス：図書館において所蔵資料やそのほかのさまざまな情報を利用して利用者の調査をサポートす

る調査相談業務。 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 世代を超えた学びの充実 魅力ある生涯学習講座・教室の充実を図り、多様な手法を用

いて、世代や関心などに応じた生涯学習情報を提供する。 見直し

 2 生涯学習の自主グループ

活動の活性化

生涯学習登録団体の運営や活動、さらには団体の立ち上げな

どを支援する。 継続

 3 地域に即した分館活動の

活性化

各地区の分館（集落公民館）の活動や施設の老朽化に対する

支援を行いながら、地域主体の生涯学習拠点施設としての充

実を図る。

継続

 4 生涯学習を通じた地域リ

ーダーの育成と地域の人

材活用

活動の場の広がりやリーダーの発掘、さらには自主活動につ

ながるよう、地域の人材を活用した公民館事業の充実を図

る。

継続

 5 図書館の利用促進 蔵書の充実、レファレンスサービス⁂ の向上、北村山地区の図

書館ネットワークの維持、計画的な設備の整備を推進する。

図書館関係ボランティアの育成及び協力体制の強化に努め、

幼少期から本に触れ合う機会の充実を図る。 

図書館の利用者層の拡大のため、リニューアル検討委員会に

よるリノベーションを検討する。

拡充
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06-2 芸術・文化、スポーツ 

6.2.1 芸術・文化活動の推進 

 

6.2.2 スポーツ活動の推進 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 芸術・文化に触れる機会

の充実

芸術文化協会の協力を得ながら、市民の参画・協働のもと、

市民文化祭や音楽発表会などを開催し、芸術・文化活動の発

表や鑑賞の機会を提供する。

継続

 2 子どもたちの芸術・文化

活動の推進

学校や芸術文化協会、地域の協力を得ながら、絵画、書道、

音楽等の放課後子ども教室における芸術・文化活動の充実を

図る。

継続

 1 生涯スポーツの普及 「スポーツ推進計画」の中間見直しを行い、生涯にわたって

ポーツに親しむ環境づくりを一層推進する。 見直し

 2 市民スポーツ活動の活発

化

スポーツ協会やスポーツ推進委員を通じてスポーツ団体を

支援するとともに、学校や生涯学習活動を通じて、市民のス

ポーツ活動の気運を高める。

継続

 3 文化・スポーツ合宿の誘

致

文化・スポーツ合宿で市内施設を使用する場合、宿泊費に対

して助成し、関係人口の増加と地域の活性化を図る。
継続

 4 スポーツ拠点機能の充実 文化体育施設、尾花沢市運動公園、生涯スポーツ交流センタ

ーなどの各施設について、施設の適切な管理運営に努める。

時代の変化に対応しながら、市民のニーズを的確に把握し、

誰もが気軽に利用できる環境を整備する。

継続

 5 指導者の確保・育成 スポーツ推進委員やスポーツ少年団の指導者、さらには部活

動支援員の確保に努めるとともに、指導力向上のための研修

会などを開催する。

継続

 6 競技スポーツの振興 市民や児童・生徒の競技力の向上とアスリートの育成強化を

支援する。
継続

 7 ウィンタースポーツの充

実

スキー競技人口の減少を踏まえ、スキーを主体としたウィン

タースポーツ振興を図る。 見直し
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06-3 文化財 

6.3.1 文化財や伝統文化への関心 

 

6.3.2 文化遺産の保存・活用・継承 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 おばなざわ花笠まつりの

活性化

おばなざわ花笠まつりを通じて、花笠音頭や花笠踊りに触れ

ることで、伝統文化への関心を高める。 継続

 2 地域の自主的な活動の活

性化

地域の伝統文化や風習など、未来へ伝え続けるための地域で

の活動を支援する。 継続

 1 国指定史跡の保護、保存

整備、文化財の活用

国指定史跡延沢銀山遺跡の保存活用計画を策定し、史跡の保

護、保存、整備、活用を推進する。 見直し

 2 有形無形文化財の周知保

存整備、伝統継承

養泉寺や尾花沢代官所跡などの案内板を整備するとともに、

日本遺産認定の文化財の周知を図り、適切な保護と保存に努

める。指導者の育成を図りながら、尾花沢雅楽や尾花沢まつ

りばやし、伝統おどりなどを継承する。

継続

 3 山刀伐峠の歴史の道の活

用

歴史の道の整備を継続し、「芭蕉十泊のまち」を活かした誘

客を図る。
継続

 4 芭蕉、清風歴史資料館の

充実

鈴木清風と「芭蕉十泊のまち」を活かした展示資料の充実を

図るとともに、特別展示事業などを展開しながら、国内外へ

の情報発信を強化する。

継続

 5 郷土への関心と愛着の向

上

学校や公民館の講座などにおいて、郷土の歴史や文化財につ

いて肌で感じる体験型の学習機会を創出する。 継続

 6 花笠踊りの歴史継承 花笠踊りの継承に取り組む団体の活動を支援する。

見直し
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政策の柱３　健康・医療・福祉 

 ～健康長寿と絆のまち～ 

 

 

 分野 課題

 07　健康づくり・医

療の充実

l 健康づくりは、保健事業と介護予防の一体的な取組みや市民主体の健康

づくり活動を促進し、健康寿命の延伸を図ることが必要です。 

l 医療費の適正化は、健（検）診の受診促進により疾病の早期発見や重症

化予防に取組むことが必要です。 

l 地域医療の充実は、医療機関同士の連携を強化することにより、市民の

医療ニーズに応えられる持続可能な医療体制の構築が必要です。

 08　地域福祉・支え

合いの充実

l 地域福祉は、複合的な要因による対応困難ケースの増加や高齢化や過疎

化による地域コミュニティの希薄化が問題であり、共助の仕組みづく

り、除雪ボランティアの充実など、支え合う地域共生社会に向けた支援

体制の充実が必要です。 

l 高齢者・障がい者施策は、高齢化率の上昇に伴い多様化する福祉ニーズ

への対応、地域生活を支える体制の構築が求められており、地域包括ケ

アシステムの推進、孤立防止など、住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられる環境づくりが必要です。
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分野 07　健康づくり・医療の充実 

 

◆ 市民自身の健康づくりと、地域医療の充実を図り健康寿命の延伸を目指します。 

［具体的な方針］ 

l 正しい生活習慣の定着と健康診査・保健指導、感染症予防を進め、市民主体の健康づくりと本

市の疾病特性に適した効果的な健康増進対策を推進します。 

l 先進的な診療所運営を研究し、生涯にわたって安心して暮らすことができる医療体制を構築し

ます。 

 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1 健康寿命の延伸

男性 80.2 年 
女性 82.1 年 
（R7.3 時点）

延伸

健康寿命＝平均自立期間。健康おばね 21 にて、健康寿命

の延伸（日常生活動作が自立している期間の平均を伸ば

す）としており、基準値を男性 80.8 年（R5）、女性 83.1

年（R5）と定め、１８年度までにそれそれ延伸することを

目標にしている。これに基づき後期基本計画の健康づく

り数値目標を「健康寿命の延伸」とする。

 

2 持続可能な地域

医療体制の構築
構築

構築 
（継続）

後期基本計画修正案では、市医師会、歯科医師会、市内医

療機関に加え、北村山地区医師会や北村山地域の基幹病

院である来た村山公立病院との連携を強化し、市民の医

療ニーズに応えられる持続可能な医療体制の構築を目指

すと修正していることから、その構築と維持を目標とす

る。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

   

適度に運動し、健康診断を受診しよ

う!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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07-1 健康づくり 

7.1.1 市民主体の健康づくり、生活習慣病等予防対策の普及 

ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人。 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 市民主体の健康づくり活

動の定着

関係団体と連携し、生涯元気づくりポイント事業の新たな方

法を検討するとともに、健康づくり事業（健康フェスタ、健

康講座、健康関連事業）の充実を図り、健康づくり活動の定

着を目指す。

拡充

 2 関係団体と連携した健康

づくり活動の推進

市医師会・歯科医師会をはじめ、より多くの団体と連携を強

化し、地域に根差した保健活動の展開や、事業の拡大を図る。 継続

 3 地域や家庭に根差した食

育の展開

心と体が元気になる食育の実践を市民に働きかけるため、食

生活改善推進協議会や関係機関と連携しながら、食によるコ

ミュニケーションを通じた地域に根差した減塩活動などの

食育の展開とともに、郷土色を含めた市民向け料理講習等の

充実を図る。

継続

 4 歯と口腔の健康づくりの

普及・啓発

乳幼児の歯科健診、フッ素塗布、20 歳から 70 歳までの歯周

病健診など、全年齢を通じた切れ目ない歯科保健活動を実施

し、市民一人ひとりの歯と口腔の健康を守る。

継続

 5 喫煙防止の普及・啓発 喫煙が及ぼす健康被害の情報提供に努めるとともに、受動喫

煙防止法の周知を行い、望まない受動喫煙をなくすための啓

発活動に努める。

継続

 6 適正飲酒の普及・啓発 飲酒による健康被害の情報提供を行うとともに、健康的な飲

酒習慣の促進と、適正飲酒の啓発に努める。
継続

 7 地域で支える心の健康づ

くりの推進

心の健康について正しく理解し適切な対処ができるよう、情

報提供や保健指導、さらには関係団体と連携した講演会など

を開催するとともに、「尾花沢市自殺対策計画」に基づき、

ゲートキーパーの育成や相談体制の充実などの早期対応す

るための環境を構築し、「誰も自殺に追い込まれることのな

い社会」を目指す。

継続
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7.1.2 医療の適正化 

 

7.1.3 感染症予防の推進 

 

7.1.4 高齢者の社会参加促進 

 

 

 

 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 各種健康診査・検診の受

診促進

健康寿命の延伸と各種健（検）診の受診促進に向けて、効果

的な受診勧奨や、健（検）診体制を構築し、疾病の早期発見、

重症化予防につなげる。

継続

 2 一人ひとりの状況に応じ

た保健指導の実施

疾病予防のための情報提供や精密検査未受診者への受診勧

奨、さらには重複頻回受診者等への保健指導により、適正受

診、適正服薬を促進し、医療費の適正化に努める。

継続

 1 感染症予防体制の充実 感染症の発生及び緊急事態に備え、国、県と連携、情報共有

に努めながら、市内医師会などと連携を密にし、最新の感染

症予防体制の維持に努める。

継続

 2 感染症に関する正しい知

識の普及

関係機関と連携し、迅速な情報提供や保健指導を実施すると

ともに、市民一人ひとりが感染症に関する適切な対応が取れ

るよう、正しい知識の普及に努める。

継続

 3 各種予防接種事業の充実 予防接種の種類や費用助成制度など、必要な方に必要な情報

が届くよう、関係機関と連携しながら、効果的な接種勧奨に

努める。

継続

 1 高齢者の移動手段の確保 マイナンバーカードを活用し、高齢者おもいやり（電子）タ

クシー券を交付する。 継続

 2 地域の実情に合った公共

交通体系の構築

デジタル技術の活用を図りながら、より最適で誰もが利用し

やすくなる地域公共交通の実現を図り、安心して出かけられ

る、住み続けられる持続可能な地域社会の実現を図る。

拡充

 3 高齢期のレクリエーショ

ン機会の充実

健康ポイントづくり事業と連携しながら、グラウンドゴルフ

大会や輪投げ大会など、各種団体の活動を支援する。
継続
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7.1.5 保健事業と介護予防の一体的な取組み 

⁂フレイル対策：「フレイル」とは、加齢により心身の活力（運動機能や認知機能など）が衰えた状態のことで健康な状態

と要介護状態の中間を意味する。フレイルに早く気づき、正しく治療や予防をすることで状態を回復させることが重要と

なる。 

 

07-2 医療 

7.2.1 地域医療体制の充実 

 

 取組 取組内容 方針

 1 高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施

フレイル対策、疾病予防、重症化予防をはじめとした健康教

育や健康相談などの高齢者の保健事業と、介護予防を一体的

に実施することで、健康寿命の延伸を目指す。

継続

 1 持続可能な地域医療体制

の構築

地域医療の一翼を担う中央診療所について、医療機能の向上

と経営基盤を強化するとともに、常勤医師の確保に向け引き

続き働きかけを行う。 

市医師会・歯科医師会に加え、北村山地区医師会や北村山地

域の基幹病院である北村山公立病院との連携を強化し、市民

の医療ニーズに応えられる持続可能な医療体制の構築を目

指す。

継続
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分野 08　地域福祉・支え合いの充実 

◆福祉ネットワーク（福祉隣組）と地域包括ケアシステムを推進し、お互いの支え合いを強め、

生きがいづくりを応援する環境づくりを進めます。 

［具体的な方針］ 

l 福祉ニーズの多様化・複合化を踏まえ、地域の中で互いに支え合いながら「自分らしく生きる」

ことを目指して、福祉ネットワーク（福祉隣組）に参加する協力員などの増員に取り組むとと

もに、地域や関係機関との連携を強化します。 

l ノーマライゼーション⁂ の理念のもと、保健・医療・福祉・介護・教育などと連携し、在宅でも

施設でも、迅速かつ適切なサービスと支援を提供できる体制を強化します。 

l 高齢者の孤立化を防ぐため、居場所づくりや生きがいづくりの充実を図ります。 

 

 

 

 
⁂ノーマライゼーション：病気や障がいなどで社会的なハンディキャップのある人もそうでない人も、誰もが同じよう

に暮らす社会が当たり前であるという考え方。 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1
ふれあいいきいきサ

ロン「なかよしお茶

のみ会」の参加総数

2,213 人 
（R7.3 時点）

2,500 人

自治会等の単位で集まった地域住民を実施主体として

開催されている「なかよしお茶のみ会」への参加を促す

ことで、高齢者等の居場所づくりや地域の見守り、支え

合いの強化を図る。

 
2 地域福祉協力員数

27 人 
（R7.3 時点）

37 人

福祉ネットワーク（福祉隣組）事業は、本市社協独自の

取り組みであり、この事業を通して高齢者の見守りや支

えあいの効果がさらに高まるものと考えられる。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

他人事にならず、困っている人に声を

かけてみよう!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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08-1 地域福祉 

8.1.1 福祉ネットワーク（福祉隣組）を中心とした支え合いの地域福祉と福祉サービスの充実 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 福祉ネットワーク（福祉

隣組）の充実

公的な福祉サービスに加え、地域住民で支え合える仕組みづ

くりとして、地域でのネットワークを強化するため福祉協力

員の増員を図る。

継続

 2 地域コミュニティの育

成

地域に集う全ての人が支え合いながら、役割を持ち、自分ら

しく活躍できる地域づくりを支援する。 継続

 3 福祉教育の推進 学校教育や公民館事業など様々な場を通じて、障がいや病気

に関する正しい知識、地域共生社会への理解を深める。
継続

 4 市民の意識の醸成 地域住民が主体的に動けるよう、ボランティア活動や住民同

士の助け合い（互助）を活発化させ、地域で支え合う協力体

制を築くことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指

す。

継続

 5 共助の仕組みづくりの

推進

地域福祉ネットワーク（福祉隣組）や除雪ボランティアセン

ターなどについて、社会福祉協議会の地域福祉コーディネー

ターを中心に充実を図る。

継続

 6 地域福祉の普及・定着 地域福祉の指針である「尾花沢市地域福祉計画」に基づき、

地域、関係機関、行政などが一体となって取組みを推進する。 継続

 7 関係機関との連携によ

る自立支援の推進

生活困窮者自立支援法に基づく生活自立支援センターを中

心に関係機関と連携することで、訪問相談や就労支援を強化

する。

継続

 8 関係団体の活動の活性

化

民生委員・児童委員や社会福祉協議会、各種関係団体などの

活動及び運営を支援する。
継続

 9 多様な人財・組織による

地域福祉活動の拡大

福祉活動専門員や地域福祉コーディネーターの確保、福祉ボ

ランティアの育成、ＮＰＯ（民間非営利活動）の組織化など

について、社会福祉協議会と連携し支援する。

継続

 10 相談しやすい環境づく

り

市公式ホームページや市報などで、必要な人に必要な情報が

届くよう周知に努めるとともに、相談体制の充実を図る。 継続
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08-2 高齢者・障がい者施策 

8.2.1 地域の暮らしを見守り、支える仕組みづくり 

 取組 取組内容 方針

 1 高齢者の自立生活を支

える地域包括ケアシス

テムの推進

地域包括支援センターが高齢者支援拠点としての役割を円

滑に果たせるよう、運営協議会において評価と適切な運営を

行うとともに、地域資源の活用、関係機関との一層の連携を

推進する。

継続

 2 地区における避難行動

要支援者支援体制の強

化

避難行動要支援者の避難支援台帳への登録を民生委員や区

長などを通じて呼びかけながら、民生委員や区長、さらには

自主防災組織との連携を強化する。

継続

 3 日常の緊急事態に備え

た支援体制の確保

緊急通報システムを高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの

世帯などに設置し、日常生活の緊急事態の早期発見に努め

る。

継続

 4 高齢者の生活の質の確

保

生活援助員の派遣や配食サービスをはじめとした福祉サー

ビスのニーズを的確に把握し、充実を図る。地元商店街と連

携した宅配サービスの充実に努め、買物困難者の解消を図

る。

継続

 5 高齢者の移動手段の確

保（7.1.4 再掲）

マイナンバーカードを活用し、高齢者おもいやり（電子）タ

クシー券を交付する。 継続

 6 介護予防・介護サービス

の計画的な実施

要支援・要介護認定者などの状況やニーズを継続的かつ的確

に把握し、サービス事業者と連携し、介護予防事業の充実と

介護サービス提供体制の確保を図る。

継続

 7 家族介護の支援 家族介護者の身体的、精神的な負担が軽減するため、家族介

護教室の開催やレスパイト（一時的に休息を取れるような支

援）に取り組む。

継続

 8 高齢者の人権の尊重 社会福祉協議会と連携しながら、成年後見制度の周知や成年

後見センター設置などによる体制強化に努め、認知症などで

判断能力が低下した市民の人権を守る。地域包括支援センタ

ーを中心に関係機関と連携して高齢者虐待の防止と早期対

応に努める。

継続

 9 障がい、ひきこもり、う

つなどの問題を抱える

人の社会復帰の支援

自立支援協議会等の関係機関と連携し、本人の意向に沿った

就労移行及び就労継続サービス提供体制の確保など、福祉施

設から一般就労への移行を支援する。
継続
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8.2.2 生きがいの環境づくり 

 

 取組 取組内容 方針

 10 相談しやすい環境づく

り（8.1.1 再掲）

市公式ホームページや市報などで、必要な人に必要な情報が

届くよう周知に努めるとともに、相談体制の充実を図る。
継続

 11 障がい者などの積極的

な社会参加の促進

関係団体の運営支援を行いながら、ノーマライゼーションの

実現を目指し、施設利用や団体活動における合理的配慮の普

及を推進する。

継続

 12 障害者差別解消法の周

知

市報、各種パンフレット、市公式ホームページなどを活用し、

「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の

理念に基づいた啓発活動を推進する。

継続

 13 障がい福祉サービスの

提供体制の確保

自立支援協議会と連携しながら、障がい者の状況やニーズを

継続的かつ的確に把握し、サービスの提供体制を確保すると

ともに、関係機関と連携し障がい者の自立した生活を支援す

る。

継続

 14 障がいの早期発見、早期

療育の推進

こども家庭センターが中心となって、保健・福祉・教育の関

係機関との連携を強化しながら、保健師等の専門職の知識向

上を図るとともに、乳幼児健診における相談支援を充実させ

る。

見直し

 15 障がい児保育・特別支援

教育の充実

こども家庭センターが中心となって、保健・福祉・教育の関

係機関との連携を強化しながら、各施設への巡回相談を通

し、障がいに関する理解促進や特別支援教育を充実させる。

見直し

 1 個人の経験・知識・技能を

活かした地域福祉の担い

手の確保

民生委員・主任児童委員や人権擁護委員について、人生経験

豊かな市民から就任いただけるよう、働きかけを強化する。 継続

 2 多様な能力を活かす就

業・活動の促進

独自事業を展開するシルバー人材センターの活動と運営を

支援し、高齢者の就業機会の確保に努める。 継続

 3 市民同士が気軽に集う身

近な居場所づくり

誰もが集える居場所づくりに向け、社会福祉協議会とも連携

しながら、「ふれあいいきいきサロンなかよしお茶のみ会」

の事業を継続し、支援内容の拡充を図る。

拡充

 4 高齢期のレクリエーショ

ン機会の充実 

（7.1.4 再掲）

健康づくり事業と連携しながら、グラウンドゴルフ大会や輪

投げ大会など、各種団体の活動を支援する。 継続
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政策の柱４　都市基盤・住環境 

 ～暮らしやすく住み続けられるまち～ 

 

3R：Reduce（抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）を進めることで、資源循環型社会の構築を目指す

取組。 

 

 

 分野 課題

 09　都市形成の推

進

l 住みやすさと安全・安心を両立させたまちづくりを進めるため、庁内の

連携を強化していくことが必要です。 

l 高齢社会に備えて「雪や災害に強い」「コンパクト」な市街地整備が重要

であり、将来のまちの姿を見据え、効果的な土地の利活用と計画的な拠

点整備を進めることが必要です。 

l 交通環境は、ミッシングリンク（道路網における未整備区間）の解消に

向けた要望活動の継続やデジタル技術を活用した公共交通の効果的な

運用など、社会基盤の計画的な整備と更新を進めることが必要です。

 10　住環境・雪対策

の充実、上下水

道等整備の推

進

l 増え続ける空き家に対して、空き家バンク等を活用した再利用や管理不

全空き家への迅速かつ適切な対応が必要です。 

l 除雪作業について、デジタルや最新技術を活用した効率的な道路除雪を

推進するとともに、家庭での安全な除雪作業の啓発や各種補助事業の効

果的な活用を促すことが必要です。

 11　安全な地域づ

くりの推進

l 地域防災力を強化するため、減少している消防団員の確保と老朽化して

いる防災設備の効果的な更新、大規模な災害が発生した場合の備え、緊

急時の庁内外の組織体制を強固なものにしていくことが必要です。 

l 高齢者の交通事故や消費生活に係る詐欺被害の全国的な増加傾向に対

応するため、交通安全や犯罪に関する意識啓発と相談機能の強化が必要

です。

 12　資源循環型社

会の推進

l 尾花沢市環境基本計画に基づき、脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）を

推進するとともに、市民一人ひとりの環境にやさしいライフスタイルへ

の転換が必要です。 

l 老朽化しているごみ処理関連施設の整備とごみ排出量を減らすなどの 3

Ｒ（スリーアール）の実践が必要です。
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分野 09　都市形成の推進 

◆ 都市計画マスタープラン・立地適正化計画を適切な時期に更新していきます。 

［具体的な方針］ 

l 「雪に強い」、「賑わい」、「コンパクト・プラス・ネットワーク⁂ 」、「防災」、「環境共生」

などをキーワードとする社会インフラ⁂ の整備方針を早期に定め、適正な土地利用と人が集まる

拠点づくりを推進します。 

 

 

 

 
⁂ コンパクト・プラス・ネットワーク：人口減少・高齢化が進む中、地域活力の維持と生活機能の確保を図る環境に向

けて、地域公共交通と連携してコンパクトなまちづくり（コンパクト＋ネットワーク）を進める考え方。 
⁂ インフラ：「インフラストラクチャー」の略。ここでは経済活動や社会生活の基盤を形成する施設を表す。 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 
1 都市計画区域内にお

ける空き家除却件数

11 件 
（R7.3 時点）

40 件
地域の安全・安心を確保し生活環境の向上を図るため、

老朽化して危険な住宅の解体・撤去について促進する。

 
2 交通空白地区数

3 地区 
（R7.3 時点）

0
交通空白の３地区（荻袋開拓、大海平、西野々）を解消

することにより、交通の利便性を向上する。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

地域の美化活動に参加してみよう！！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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09-1　土地利用・市街地整備 

9.1.1 適正な土地利用 

 

9.1.2 拠点整備の推進 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 賑わいのあるコンパクト

な市街地整備の推進

「第２次都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」

に基づき、「コンパクト×プラス・ネットワーク」の考え方

に沿った商店街再生のほか、多様な都市機能拠点の充実を図

りつつ、自然や農業基盤を可能な限り損なわない持続可能な

市街地整備を推進する。

拡充

 2 自然と暮らしが調和する

土地利用方針の策定

「土地利用計画」に基づき、取組を推進する。

継続

 3 地域特性に応じた土地利

用の推進

発展と暮らしを支える基盤整備を進める指針である「農業振

興地域整備計画」に基づき、取組みを推進する。
継続

 4 土地に関する基本情報の

更新と活用

地籍調査について、新規調査を計画的に実施するとともに、

土地情報システム（GIS）を各分野で活用する。 

令和 11 年度中に「第 8 次十箇年計画」を策定し、取組みを

継続する。

見直し

 5 快適で安全な市街地の構

築

歩行空間のバリアフリー化や景観の保全、防災機能の向上、

豪雪への対応などに留意した整備を総合的に推進する。 継続

 1 市民、企業、行政の連携に

よる拠点整備の推進

市民との対話を大切にしながら「第２次都市計画マスタープ

ラン」及び「立地適正化計画」の見直しを行いながら、将来

に向けて「雪に強いまちづくり」と「コンパクトなまちづく

り」を基本とする市街地形成を推進する。

拡充

 2 統合小学校整備と学校教

育拠点の充実

令和 10 年 4 月の開校までに建築工事、外構工事、グラウン

ド工事を完了させるとともに、校内ネットワーク環境の構築

や必要な備品や教材等についても新規購入・既存校からの移

転等を整理しながら、漏れのないように手配を進めていく。 

また、新たな設備や調理室厨房機械の操作法など、教職員向

けのレクチャーやトレーニングを行う。　

見直し
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09-2　交通 

9.2.1 道路網のネットワーク化と災害に強い道路施設等の整備 

 

9.2.2 ミッシングリンクの早期解消 

土地情報システム（GIS）：コンピュータ上で様々な地理空間情報を重ね合わせて表示するためのシステム。 

 

 取組 取組内容 方針

 3 土地利用における実効性

の確保

暮らしの利便性向上と環境との共生を両立するため、土地利

用の規制と誘導に向けて一体的に取り組むとともに、良好な

住宅地形成に向けて用途地域の変更について検討する。

継続

 4 道の駅リニューアルの推

進

令和 4 年 10 月に東北中央自動車道（東根北～大石田村山間）

が開通し、大幅に交通量が増加したことを受け、既存道の駅

の観光機能と防災拠点機能を強化する。

継続

 1 国・県道の改良整備の促

進

国及び県の関係機関に対し、関連団体と連携して積極的な要

望活動を実施する。 継続

 2 幹線市道及び橋梁の計画

的な改良整備の実施

パトロールや定期点検による補修箇所の把握に努め、計画的

な整備や補修を推進する。 継続

 3 安全で良好な街路環境の

形成

街路樹の適正な維持管理と市道交差点部の街路灯 LED 化に

ついて、地区の意向も踏まえながら迅速に対応する。
継続

 4 地域の意見を取り入れた

道路整備の実施

災害時の対応やバリアフリー化、さらには沿道環境・景観の

保全などに配慮しながら、周辺住民の意向も踏まえ道路を整

備する。

継続

 5 集落内・集落間の市道及

び生活道路の計画的な改

良整備の実施

地区の要望なども踏まえ、計画的かつ迅速な改良整備に努め

る。 継続

 1 国道 347 号整備の促進 24 時間通年通行に向けて、安全対策体制づくり、さらには

危険箇所の解消（バイパス化、狭隘箇所の局部改良など）を

実現するため、国及び県に対する要望活動を強化する。

継続
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9.2.3 尾花沢インターチェンジ周辺整備 

 

9.2.4 新たな公共交通ネットワークの構築 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 道路ネットワークを活用

した新拠点整備

観光や地域産業の振興及び防災機能の強化を図るため、東北

自動車道、国道 13 号及び国道 347 号も含めた道路ネットワ

ークを活用した新拠点の整備について検討する。

継続

 1 地域の実情に合った公共

交通体系の構築 

（7.1.4 再掲）

デジタル技術の活用を図りながら、より最適で誰もが利用し

やすくなる地域公共交通の実現を図り、安心して出かけられ

る、住み続けられる持続可能な地域社会の実現を図る。

拡充

 2 山形空港と本市を結ぶ交

通機関の利用促進

交流人口の増加やおいしい山形空港からの交通手段を確保

するため、山形空港と銀山温泉や市街地を結ぶ二次交通の運

行継続と利便性向上を推進する。

継続

 3 山形新幹線、ＪＲ奥羽本

線の利便性向上の促進

福島～米沢間のトンネル整備の早期事業化に向け、トンネル

整備による効果を最大限に高めるため沿線活性化を図る。
見直し
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分野 10　住環境・雪対策の充実、上下水道等整備の推進 

◆克雪対策と住環境の充実を図ります。 

［具体的な方針］ 

l ライフステージに合わせた宅地取得や住宅リフォームの支援、新たな住宅の供給、公園緑地の

交流・防災機能の向上を図り、暮らしやすさを創造します。 

l 若い世代の定住支援を拡充するとともに、新たな住宅地の形成を検討します。 

l 空き家の実態調査を行い、適切な管理と活用促進に向けた取組み強化を図ります。 

l 地域の意向を踏まえながら、除雪体制の強化や流雪溝の整備など克雪対策の充実を図ります。 

l 施設の計画的な更新と健全な事業運営に努め、安全安心な水の安定供給と水質維持を図り、快

適な住環境の向上を図ります。 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 

1 特定空家等の解消数
0 件 

（R7.3 時点）
5 件

景観悪化、防災・衛生・近隣住民への影響などのリスク

が高まっている空家の対策として、「空家等の推進に関

する特別措置法」及び国による補助制度を用いながら住

環境の整備を行う。

 

2 地域一斉除排雪実施

集落数

2 地区 
（R7.3 時点）

3 地区

流雪溝がない地域で雪押し場の確保が難しい地域や雪

押し場の面積が小さく何度も排雪を行わなければなら

ない場所において、地域で一斉に排雪を実施すること

で、効率的な排雪を行うことができるため実施集落の参

加を推進する。

 
3 公共下水道整備面積

203ha 
（R7.3 時点）

241ha 公共下水道を利用できる面積

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

自分たちで地域を守ろう！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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10-1 住環境 

10.1.1 快適な暮らしに向けた住環境の形成 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 住まいなどの定住環境の

整備

ふるさと暮らし応援事業の効果的な情報発信に努めるとと

もに、多様化する生活や世帯のニーズに合った事業内容の充

実を図る。

継続

 2 ライフステージに相応し

い居住環境の向上

三世代同居、移住、新婚、子育て世帯の定住促進及び空き家

の活用などにつながるよう、住宅リフォーム支援事業の継続

的な利用の促進を図る。

継続

 3 宅地取得や新築・建て替

えの総合的な支援の推進

長期的な安定した暮らしを支援するため、制度の見直しを行

いながら、ニーズに応じた事業内容の充実を図る。
継続

 4 雪に強い住まいづくりの

普及

雪国での快適で安心安全な生活環境づくりのため、克雪住宅

建設や消融雪装置などの導入に対して支援する。
継続

 5 地域特性に応じた公共空

間としての多機能化の推

進

公園に堆雪場や災害時の避難場所、さらには市民同士の交流

機能などを整備する。 拡充

 6 空き家の適正管理の促進 管理不全空き家の所有者に対して適正管理を呼びかけると

ともに、特定空き家については、「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」に基づき代執行制度を用いた総合的な対策を

推進する。

継続

 7 空き家・空き地　利活用

の促進

空き家バンク登録制度を運用し、登録できない空き家につい

ては国の補助制度を活用した取組みを推進する。 新規

 8 市営住宅の適正管理の実

施、活用方策の検討

市営住宅の老朽化や劣化による居住性の低下、さらには事故

防止のため、建物及び設備の予防保全となる長寿命化に取り

組む。今後解体する市営住宅について、住宅需要を考慮しな

がら、安価な宅地の供給地化などを検討する。

継続
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10.1.2 新たな住宅の供給 

 

10.1.3 防災機能が向上した憩いの場の提供 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 空き家バンクを通じた住

宅の供給

空き家の増加を見据え、空き家バンクへの早期登録から空き

家の購入につながるよう、全国の幅広い世代に向け多様な周

知方法を検討し、情報発信を強化する。

継続

 2 新たな住宅地の形成 第２次都市計画マスタープランなどにより用途地域の変更

を検討し、市街地への新たな住宅地を開発する。 拡充

 3 市営住宅の入居者制度の

運用見直し

社会情勢の変化や空き部屋の増加などを踏まえ、入居者募集

の充実を図るとともに、社会情勢の変化に柔軟に対応した制

度の運用について検討する。

継続

 1 「公園整備計画」の推進 令和 7 年 3 月に策定した「公園整備計画」に基づき、新たな

公園整備の検討及び既存公園の利便性の向上と防災機能の

強化を図る。

拡充

 2 地域特性に応じた公共空

間としての多機能化の推

進（10.1.1 再掲）

公園に堆雪場や災害時の避難場所、さらには市民同士の交流

機能などを整備する。 拡充

 3 設備・遊具などの安全

性・快適性の確保

質の高い公園となるよう、定期的に点検を実施し、更新等の

タイミングにあわせ利用者ニーズに合わせた遊具の更新を

図る。また、防災機能や熱中症対策を考慮した設備を設置し

ていく。

拡充

 4 利用者の安全を守る体制

の強化

公園を安心して利用できるよう、定期的な見回りによる環境

整備に努める。
継続

 5 河川公園の安全性・快適

性の確保

丹生川ふれあい広場など、河川公園の適正な維持管理に努め

る。 継続

 6 河川整備に併せた親水空

間の整備

市民の憩いの場として利用されるよう、増水による被害の修

繕など、親水公園の適正な維持管理に努める。 継続
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10-2 雪対策 

10.2.1 克雪対策の充実 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 きめ細かな除雪作業の実

施

国や県との連携を強化するとともに、住民の協力も得なが

ら、各戸の出入口や車庫などに道路除雪による雪をできるだ

け置かないよう努める。

継続

 2 迅速で効率的な除雪作業

の実施

除雪車稼働状況の公開（可視化）や除雪運行システムによる

作業の実施、さらにはシステムと施設データとの融合など、

さまざまな場面で全世界的な位置測位システム（GPS）を活

用する。

継続

 3 冬期間の歩行者の安全確

保

住民の協力も得ながら、通学路などを優先した歩道部の除雪

作業を実施する。
継続

 4 地域における除排雪体制

の組織化

地区住民が主体的に流雪溝管理を行えるよう、組織的な管理

体制の構築を支援する。除排雪作業を進めるための重機等借

上げや雪押し場の確保、流雪溝の管理などを支援する。

継続

 5 流雪溝及び防雪柵の着実

な整備

流雪溝整備全体計画に基づき、消流雪用水や水利権の確保に

努め、地区の要望に応じた整備を推進するとともに、幹線道

路の必要箇所に防雪柵設置を推進する。

継続

 6 除雪困難世帯の除雪支援 除排雪が困難な世帯の暮らしを守るため、除雪券を交付す

る。 継続

 7 除排雪作業における共助

化の促進

除排雪が困難な世帯の暮らしを守るため、除雪ボランティア

センターの運営を社会福祉協議会や関係機関などと連携し

ながら支援するとともに、ボランティアの育成と支援を推進

する。

継続

 8 除雪機械の整備 除雪機械を計画的に更新するとともに、適正な管理に努め

る。
継続

 9 堆雪場の適切な管理 住宅密集地における堆雪場の確保及び、堆雪場となっている

空き地の適切な管理に努める。 継続
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10.2.2 利雪、親雪活動の推進 

 

 取組 取組内容 方針

 1 市民と行政の協働研究の

推進

「利雪」「克雪」「親雪」に関しての情報発信により雪国で

の暮らしを支援する。 見直し

 2 雪国にしかない楽しみを

体験するイベントの充実

雪をテーマにしたコンテンツの磨き上げに取り組み、尾花沢

ならではの冬の楽しみ方を国内外の人に提供し、冬季の誘客

拡大につなげる。また、雪まつりの開催や徳良湖スノーラン

ドの開設など、冬の魅力を高めるイベントを開催する。

見直し

 3 ウインタースポーツの充

実（6.2.2 再掲）

スキー競技人口の減少を踏まえ、スキーを主体としたウィン

タースポーツ振興を図る。
見直し
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10-3 水道・下水道等 

10.3.1 安全安心な水の安定供給 

 

10.3.2 事業の健全な運営 

 

10.3.3 安全安心な水の安定供給 

 取組 取組内容 方針

 1 新たな水源の調査 安定した水の供給に向け、水源調査を実施する。

継続

 2 災害に強い水道施設の整

備

施設の耐震と老朽管（石綿管）の計画的な布設替え、さらに

は老朽施設の更新などを推進する。 継続

 3 水質管理体制の強化 水道水の水質検査の実施や浄水場の適正管理、さらには定期

的な点検と設備の更新を計画的に実施する。
継続

 1 公共下水道事業の計画的

な推進

未整備地区における下水道工事を推進する。

継続

 2 公共下水道への早期接続

の促進

市公式ホームページなどでの広報活動に加えて、未接続者へ

のチラシ配布などの個別対応に努める。 継続

 3 農業集落排水処理施設へ

の早期接続の促進

市公式ホームページなどでの広報活動に加えて、未接続者へ

のチラシ配布などの個別対応に努める。
継続

 4 合併処理浄化槽の設置促

進

公共下水道事業、農業集落排水事業以外の地区などにおい

て、未設置者へのチラシ配布などの個別対応に努める。
継続

 5 都市下水路の適正管理の

推進

定期的な清掃や草刈り、さらには流末の汚泥引抜を行うな

ど、施設の適正な管理に努める。 継続

 1 水道事業の経営基盤の強

化

適正かつ健全な経営のため、料金収入の確保に努め、維持管

理経費の節減を図る。 継続

 2 公共下水道事業の経営基

盤の強化

適正かつ健全な経営を行うため、使用料収入の確保に努め、

維持管理経費の節減を図る。 継続

 3 農業集落排水事業の経営

基盤の強化

適正かつ健全な経営のため、料金収入の確保に努め、維持管

理経費の節減を図る。
継続
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分野 11　安全な地域づくりの推進 

◆ 市民の力、地域の力、行政の力を結集し、防災・減災のまちづくりと安全で安心な環境づく

りに取り組みます。 

［具体的な方針］ 

l 迅速な情報伝達対策、孤立集落対策、避難所機能の強化、定期的な防災訓練の実施など、緊急

時に備えた防災体制の強化を図ります。 

l 市民主体に地域防災力の強化を日頃から図るとともに、消防団員の確保、消防・防災設備の整

備・更新による消防力の強化を図ります。 

l 急傾斜地危険箇所、河川の整備促進について、国及び県に要望していきます。 

l 事故・事件を未然に防ぐ市民一人ひとりの「ディフェンス力」を高めるとともに、防犯灯設置

や交通安全施設の整備、さらには見守り活動などを通じて、地域コミュニティの力で安全安心

な環境の向上を図ります。 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

地域の防災訓練に参加してみよう！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト

 指標 基準 目標値 説明

 
1 住宅用火災報知器設

置率

75％ 
（R7.3 時点）

100％
住宅用火災警報器の設置促進を進め、火災の早期発見に

より被害の軽減を図る。

 
2 地域住民の防災訓練

への参加率

20％ 
（R7.3 時点）

30％

地域協働を軸とした防災活動推進の為、例年開催してい

る各地区防災訓練への住民参加を促進し、自助、共助の

意識の醸成を図る。

 
3 交通事故死傷者数／

年

死者 0 人 
負傷者 28 人 
（R6.12 時点）

死者 0 人 
負傷者 20 人

交通安全対策を総合的に推進し、交通事故による死傷者

の減少に取り組む。
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11-1 消防・防災 

11.1.1 総合的な防災体制の構築 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 災害時の迅速な情報伝達

の環境整備

災害時の確実な伝達のため、防災行政無線の適正な維持管理

に努めるとともに、ＳＮＳや防災アプリ等による情報伝達の

多重化図るなど防災ＤＸを推進し、これまで同様、自主防災

組織の会長や災害危険エリア居住世帯等などへの戸別受信

機貸与を継続する。

継続

 2 実効性のある災害対策体

制の強化

想定外の大規模災害にも対応できるよう、災害時職員初動マ

ニュアル等を図上訓練により検証し、適宜見直しながら災害

対策本部の機能強化を図る。また、防災ＤＸの導入による業

務効率化及び迅速な対応を目指す。さらに、関係機関や地域

住民と連携した実践的な災害訓練を実施し、大規模災害への

対応力を強化する。

継続

 3 災害時孤立集落に関する

対策の推進

災害時に集落が孤立化した場合に備え、情報通信手段として

IP 無線機を活用する。また、ドローンを活用した現地確認に

よる救助・避難方法の検討、さらには支援物資の輸送ルート

を確保する。

継続

 4 有害鳥獣被害防止対策の

推進 

（1.1.2 再掲）

クマ類の生息域と人の生活圏を分ける緩衝帯の整備を推進

する。 

簡易電気柵の設置面積の拡大と適正管理の指導強化に取り

組むとともに、被害防止に関する研修会を開催しながら、人

材育成の視点を含めた地域ぐるみの活動を支援する。 

人の生活圏にクマが出没した場合の関係機関との連携、情報

収集、注意喚起などの危機管理体制を準備する。

継続
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11.1.2 地域防災力の強化 

 取組 取組内容 方針

 5 避難所機能の強化 指定避難所では最低限の備蓄品を確保できるようローリン

グストックによるマネジメントに努める。また、消費期限を

迎える備蓄品について、計画的に自主防災組織への提供や防

災教育への活用などを推進するとともに、備蓄品、防災資機

材の適正管理を行い、市内各地区へ輸送する拠点となる防災

備蓄倉庫を整備する。 

在宅避難や車中泊避難など、多様化している避難体形に対応

できる支援を構築する。 

防災ＤＸによる災害対応機能の向上のため、避難所運営の効

率化及び避難者情報の把握により、効果的な避難者支援につ

なげる。

拡充

 6 災害時の初動や復興に備

える多様な連携の強化

物資提供や人的支援の相互協力のため、交流自治体、民間企

業、団体などと災害時応援協定を締結し、発災時の応急対応

を強化するとともに、市の防災訓練への参加を促し、連携を

確認する。

継続

 7 急傾斜地危険個所、河川

の整備促進

土砂災害や水害の未然防止のため、県など関係機関と連携

し、危険個所について計画的に事業を推進する。 継続

 8 所有者に対する意識啓

発、耐震改修支援などの

推進

住宅・建築物の所有者などに工作物の安全確保や耐震診断、

耐震改修の重要性と必要性について啓発に努める。 

県など関係機関と連携し、各種補助制度の活用を図りながら

耐震改修を支援する。

継続

 9 武力攻撃事態発生時の国

民保護の実施

尾花沢市国民保護計画に基づき、武力攻撃事態及び緊急対処

事態における国民保護措置、緊急対処保護措置を総合的に推

進する。

継続

 1 地区における避難行動要

支援者支援体制の強化

民生委員や区長などを通じて避難行動要支援者の避難支援

台帳への登録を呼びかけるとともに、個別避難計画の作成を

進めていき、民生委員や区長、さらには自主防災組織との連

携強化に努める。

継続

 2 市民の防災意識の向上 防災アプリや防災マップを活用した防災教育を推進する。ま

た、尾花沢市Ｗｅｂハザードマップの定期的な更新を行い、

災害危険エリアの周知に努める。
拡充
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 取組 取組内容 方針

 3 自主防災組織の育成強化 防災出前講座やリーダー研修会などを開催するとともに、各

地区において実施する防災訓練などの組織強化に向けた活

動を支援する。

継続

 4 地区住民の災害対応能力

の向上

地域と行政が連携した各種（火災・地震・風水害など）防災

訓練、研修会を実施することにより、参加する地区民が災害

時に自分事として捉え、自らが取る行動（早期避難・自助・

共助など）の確認を促す。また、災害危険エリアを重点とし

たマイタイムライン作成の促進を図る。

拡充

 5 少年消防クラブなどの活

動の充実

将来の地域防災の担い手である少年・幼年などの各防火団体

の指導、育成を図り、火災予防を通じて地域における防火思

想の普及を図る。

継続

 6 住宅用火災警報器などの

設置促進

警報器設置率 100％を実現するとともに、消防団員や自主防

災組織、さらには地域住民と連携し、連動型警報器の設置に

ついて啓発活動を強化する。

拡充
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11.1.3 総合的な消防力の充実強化 

 

11.1.4 消防団活動の充実 

 取組 取組内容 方針

 1 消防力の充実強化 多様化する災害に備え、消防活動を安全・確実・迅速に行う

ため、消防施設や消防車両・資機材を計画的に導入及び更新

する。

継続

 2 消防広域化への対応 県など関連機関と連携し、消防組織の広域化に関する検討を

推進し、持続可能な消防体制を構築する。消防の共同運用に

ついては、３市消防のより効果的な協力体制の模索と、適切

な人員配置を検討する。

継続

 3 消防職員・救急隊員の資

質向上

消防大学校などの各種教育訓練を受講するとともに、各種免

許取得に努め、複雑かつ多様化する災害へ対応できる能力を

取得する。救急現場で迅速確実に対応するため、研修計画に

基づき、病院実習や救急隊員研修、さらには各種訓練を計画

的に実施する。

継続

 4 救急救命に関する適切な

知識・救急車の適正利用

の普及

市民が心肺蘇生法や AED 操作を体験することで、応急手当

の必要性と救命のリレーの重要性を認識し、救急医療に関す

る意識の高揚を図る。

継続

 5 消防水利の計画的な整備 大規模な地震による火災に備え、耐震性貯水槽を継続的に設

置するとともに、老朽化した消火栓の更新を図る。 継続

 6 防火管理体制の強化 防火対象物に関する定期的な査察を実施するとともに、重大

違反防火対象物に対しては公表制度や違反処理を適正に実

施し、早期是正を図る。

継続

 7 武力攻撃事態発生時の即

応体制の整備

事態発生時における被害の最小化を図るため、必要資機材の

導入と関係機関と連携した訓練を継続的に実施する。
継続

 1 団員の継続的な確保 消防団員確保の為、若年層に対し魅力的な消防団活動を発信

する。
継続

 2 団員の資質向上 火災をはじめ、多様な災害に対応するため、上級幹部の消防

大学校などへの入校や、各団員の知識と技術向上のための講

習、さらには訓練を計画的に実施する。

継続

 3 施設・設備の計画的な更

新

消防団の集約や現有消防施設の老朽化を考慮し、消防力向上

につながるよう、施設などの計画的な整備を推進する。
継続

 4 連絡体制の確立 配備された通信機器の効果的な運用方法の検証を行い、より

効率的な活動に繋がるような訓練を実施する。
継続
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11-2 交通安全・防犯 

11.2.1 交通事故のない安全な地域づくり 

 

11.2.2 犯罪のない安全な地域づくり 

 取組 取組内容 方針

 1 年齢層に応じた効果的な

交通安全教育の推進

警察、保育所、育成会、老人クラブなど関係機関と連携し、

各年齢層に応じた効果的な、交通安全教室を行い交通安全意

識の向上に努める。

継続

 2 高齢者ドライバーによる

交通事故防止の推進

高齢者の運転免許証の自主返納を促進するため、バス回数券

やタクシー利用券などを交付し、交通事故の防止を図る。 継続

 3 交通事故危険箇所の解消 交通事故危険箇所や修繕が必要な箇所の把握に努め、交通安

全施設などの整備と改修を推進するとともに、国・県道の危

険箇所については改善などを要請する。

継続

 4 集落内・集落間の市道及

び生活道路の計画的な改

良整備の実施

地区の要望などを踏まえ、計画的かつ迅速な改良整備に努め

る。 継続

 1 関係機関・団体と連携し

た防犯意識の啓発

市民の防犯意識を高めるため、防犯研修会や防犯点検・青色

回転灯搭載車によるパトロールを実施し、防犯協会や警察署

など関係団体との連携を図る。

継続

 2 地域と連携した防犯カメ

ラの設置

地域の実情を踏まえて防犯カメラを増設し、市民の安全を確

保する。 継続

 3 登下校時の見守り活動の

充実（5.1.2 再掲）

「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路の安全対策を

講じるとともに、学校区毎に登下校時の見守り隊を編成し、

立哨活動を実施する。令和 10 年度の小学校統合に向け、ス

クールバス運行計画と地域の見守り体制を検討していく。

継続

 4 防犯灯の設置促進 防犯灯のＬＥＤ化を図るとともに、補助制度の周知を強化す

る。
継続

 5 消費生活相談の充実 多様化・複雑化する消費生活に関する問題に対し、的確かつ

速やかに対応するため、消費生活相談員のスキルアップと警

察との連携強化を図る。

継続

 6 年齢層に応じた特殊詐欺

など被害の未然防止

高齢者の集会やイベントで、歌や寸劇など工夫を凝らし、特

殊詐欺などの被害防止の啓発を図る。若者も含む幅広い世代

が消費生活上のトラブルに巻き込まれないよう、消費者教育

の充実を図る。

継続
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分野 12　資源循環型社会の推進 

 

◆ 自然豊かな郷土の次代への継承に向けて一人ひとりの意識向上に取り組みます。 

◆ 家庭、企業、行政が一体となり、環境に優しいライフスタイルの転換を進めます。 

［具体的な方針］ 

l 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）に向けて、家庭、企業の協力のもと、化石燃料に依存しな

い再生可能エネルギーの活用に取り組みます。 

l 環境に優しいライフスタイルや限りある資源の大切さを認識してもらうため、環境教育の充実

を図ります。 

l 「環境基本計画」と「新エネルギー推進計画」を活用し、先進技術の活用など、民間企業との

連携も視野に入れたエネルギーの地産地消に取り組みます。 

l 家庭の３Ｒ（スリーアール）の実践を中心に、廃棄物処理施設の適正な維持管理に努めます。 

l プラスチックリサイクル対応型の「ごみ処理施設」の整備に取り組みます。 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 
1 二酸化炭素排出量

㏏111.5 -

co2 
（R7.3 時点）

㏏69.3 -

co2

尾花沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）による

㏏平成 25 年度 138.5 -co2 の 50％削減値

 
2 一人一日当たりのご

み排出量

870ｇ 
（R7.3 時点）

821ｇ ごみ処理基本計画（R6 年 3 月）年次目標数値

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

環境問題を学び、家庭のごみを減らそ

う！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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12-1 環境保全 

12.1.1 エネルギーの地産地消推進 

 

12.1.2 環境教育の推進 

 

12.1.3 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）の推進 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 尾花沢ならではの再生可

能エネルギーの推進

「環境基本計画」と「新エネルギー推進計画」を活用し、環

境負荷の少ない再生可能エネルギーの普及と地産地消を目

指す。

継続

 2 家庭、企業における再生

可能エネルギーの利用拡

大

国や県と連携し、家庭や企業における再生可能エネルギーの

導入に対して支援する。 継続

 3 脱水汚泥の再利用 資源循環型社会の形成を目指し、脱水汚泥の再利用を推進す

る。
継続

 1 環境教育の充実 学校と連携した学習活動や環境保全に関する生涯学習講座、

さらには地域活動の充実を図りながら、環境保全への理解を

深める。

見直し

 1 地球温暖化防止対策の実

践

地球温暖化防止の強化と脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）

実現に向けた取組みを推進する。 見直し

 2 環境に優しいライフスタ

イルの推進

食品ロスやごみの軽減、さらには地産地消など、家庭や企業

と連携して環境に優しいライフスタイルを志向する人の増

加を図る。

継続

 3 市民一斉クリーン作戦の

推進

春と秋の年２回、市民によるクリーン作戦を実施する。

継続

 4 不法投棄の未然防止及び

適正管理

県など関係機関と連携し、春と秋の市内巡回パトロールを実

施する。
継続
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12-2 環境衛生 

12.2.1 家庭における３Ｒ(スリーアール)の推進と廃棄物処理施設の適正運営 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 市民主体の３Ｒの推進 市全体でリデュース（ごみを減らす）、リユース（繰り返し

使う）、リサイクル（ごみの再資源化）に取組むとともに、

地域での出前講座などを行い、家庭ごみの削減方法の周知

や、環境保全の啓発活動を実施することでごみの削減を図

る。

拡充

 2 ごみ焼却施設とリサイク

ルプラザの新設・更新

「循環型社会形成推進地域計画」に基づき、ごみ焼却施設と

リサイクルプラザの新設及び更新を計画的に実施する。
継続

 3 環境衛生センターの適正

な運営

効率的かつ円滑なごみ処理・し尿処理のため、施設・設備の

修繕を計画的に実施し、維持管理経費の節減に努める。
継続
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政策の柱５ 市民協働・行財政 

 ～笑顔の花咲く交流と協働のまち～ 

 

 

 

 分野 課題

 13　交流の活性化、

移住促進

l ふるさと納税を中心とした関係人口の創出に引き続き取組むとともに、

これまでのイベントの開催やふるさと大使等による PR に加え、より効

果的に本市の魅力を発信する手法を検討していくことが必要です。 

l 移住希望者のニーズにきめ細かく対応するとともに、移住後のサポート

体制を整え、定住につなげることが必要です。

 14　 男 女 共 同 参

画・コミュニテ

ィ活動・協働の

まちづくりの

推進

l 男女共同参画社会の実現には、家庭・職場・地域それぞれの場で誰もが

自分らしく活躍できる環境を整えることが求められており、世代や性別

を超えて市民の理解を深め、意識を醸成していくことが必要です。 

l コミュニティ活動は、若者や無関心層の参画が課題であり、参加を促す

ような多様性のある魅力的な活動を継続していくとともに、市民全員が

幸福感を感じながら暮らすことができる環境を整備することが必要で

す。 

l 協働のまちづくりは、多様化する地域課題に対応するため、市政の情報

発信や市民意見を聞く場を設け、市民と行政の意識を共有することが必

要です。

 15　行財政運営の

推進

l AI をはじめとしたデジタル技術を効果的に活用しながら業務を効率化

し、多様化する市民ニーズに対応していくことが必要です。 

l 財政運営は、人口が年々減少する一方で、施設の老朽化等に伴うインフ

ラ整備費が増加していくことから、経常経費の節減に加え、公有財産の

有効利用、新たな財源確保など、長期的な視点による安定した財政運営

が必要です。
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分野 13　交流の活性化、移住促進 

◆地域資源を最大限活かし、交流の質と量を拡大します。 

◆ 尾花沢ファンから関係人口へ、そして移住へとつながる環境づくりに取り組みます。 

［具体的な方針］ 

l 主力返礼品であるすいか、さくらんぼ等のフルーツの在庫確保と寄附拡大、本市で潜在能力の

ある「米」の在庫確保と寄附拡大、魅力ある新規返礼品の開発（定期便、高額返礼品）、ふる

さとショッピングではない確固たる尾花沢ファンの獲得を図ります。 

l 移住支援コーディネーターを中心とする移住・定住の応援体制に加えて、起業・就業と住まい

の一体的な支援、短期移住体験の機会を提供し、移住に向けてきめ細かにサポートします。 
 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 
1 関係人口（ふるさと

納税寄附者数）

80,564 人 
（R7.3 時点）

100,000 人 R6 寄附者数 80,564 人（件数 94,924 件）→100,000 人

 
2 移住世帯

134 世帯 
（R2～

R6）

100 世帯 
（R8～

R12）

日本全体の人口自体が減少しているので、現状より下方

に設定

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

尾花沢の魅力を市外の人に伝えよう!! 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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13-1 交流 

13.1.1 地域資源を活かした多様な交流の拡大 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 友好都市との相互交流の

推進

友好都市である宮城県岩沼市と本市の相互の魅力を伝え合

い、継続的な交流を図るため、行政の交流のみならず、市民

の交流活動を支援する。

継続

 2 都市と農村の相互交流の

推進

東京都板橋区と本市の特色を活かし、林間学校や都市体験移

動教室を通じた相互交流により、子どもたちの健全育成と地

域間交流を推進する。

継続

 3 地域主体の交流活動の活

性化

地域主体の独自の交流を支援する。

継続

 4 地元出身者との交流の推

進

「首都圏尾花沢会」との情報交換の場や交流事業の充実を図

る。
見直し

 5 国際理解を深める機会の

充実

英会話教室を継続し、引き続き国際理解を深める機会を設け

ていく。 見直し

 6 多文化共生社会の実現 県の外国人相談窓口を案内できる体制を整える。また、技能

実習生向けの日本語教室の開催や、協力確認書の受付を行い

有効活用する。

見直し

 7 外国人も暮らしやすく、

訪れやすい環境づくり

主な手続き等について、スマートフォンを用いた検索に対応

できるよう、外国語での案内サイトへアクセスできる QR コ

ード入りのガイドを作成する。

継続
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13.1.2 尾花沢に関心を持つ人の増加 

 

 

 取組 取組内容 方針

 1 農業・農村と連携した体

験型・滞在型観光の充実

移住希望者のニーズに合わせた農業体験や田舎暮らし体験

を充実させる。 継続

 2 全国の「尾花沢ファン」の

拡大

ふるさと納税で集めた寄附金を、地元企業へ再投資し、更な

る返礼品の充実を図る。主力返礼品であるすいか、さくらん

ぼ等のフルーツの在庫の確保や当市で潜在能力のある「米」

の在庫確保による寄附拡大。魅力ある新規返礼品の開発（定

期便、高額返礼品）など、ふるさとショッピングではない、

確固たる尾花沢ファンの獲得を目指す。

拡充

 3 ふるさと大使によるＰＲ 発信力のある著名人をふるさと大使として任命し、尾花沢の

魅力を国内外に PR してもらうことで、関係人口の増加を図

る。

継続

 4 本市への関心を高める効

果的なＰＲの実施

県などの関係機関と連携し、観光パンフレットの改定やソー

シャルメディアの活用など、情報発信を強化する。
継続

 5 都市とつながる田舎づく

りの推進

新しい働き方の提案やアクティビティ体験、さらには地域住

民との交流を通じて、田舎の魅力発信と移住に向けたきっか

けづくりに取り組む。

継続



99

13-2 移住支援 

13.2.1 移住に向けたサポート体制の強化と定住後の支援 

 

 取組 取組内容 方針

 1 移住・定住を応援する体

制の充実

移住推進協議会と連携し、移住相談会や本市 PR イベント等

を実施するとともに、空き家バンクを積極的に活用すること

で、本市の魅力と住まいに関する情報を発信する。 

また、移住支援コーディネーター（地域おこし協力隊）によ

る、移住の相談から移住後の暮らしのサポートまで一貫した

支援を行うことで、移住者の定着を促進する。

継続

 2 移住に向けた体験機会の

提供

ソーシャルメディアを活用した魅力発信に努めるとともに、

田舎暮らし体験や仕事体験など各種体験事業の充実を図る。 継続

 3 ＵＩＪターンへの支援 移住者への住宅施策について、多様化する生活や世帯の支援

を充実させる。本市出身者に対しては、ソーシャルメディア

も活用しながら、市内企業とのマッチング事業などを展開し

ふるさと回帰のきっかけづくりを支援する。

継続

 4 地域おこし協力隊の定住

促進

新たな活動形態を検討しながら、地域内での就業ビジョンを

見据えた定住を支援する。
継続

 5 特定地域づくり事業協同

組合への支援 

（3.1.1 再掲載）

市外からの働き手を呼び込むとともに、市内から働き手が流

出せぬよう、安定した雇用の受け皿となる特定地域づくり事

業協同組合に対して財政支援を行う。

新規
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分野 14　男女共同参画・コミュニティ活動・協働のまちづくりの推進 

◆ 男女共同参画意識の浸透を図り、市民総活躍社会の基盤を構築します。 

◆ 誰もが幸福感を感じながら住むことができる環境を整備し、市民のウェルビーイング向上

を目指します 

◆ 市民全員の力を結集する環境づくりを進めます。 

［具体的な方針］ 

l 男女共同参画意識の浸透を図り、さまざまな組織の政策立案過程への女性登用、家庭や職場の

ワーク・ライフ・バランスの普及などを通じて、女性活躍社会の形成、ライフステージに応じ

て活動できる環境を構築します。 

l 小さな拠点づくりや地域おこし協力隊の活動の充実、地域づくり支援アドバイザーの派遣など

を通じて、市民主体のコミュニティ活動の環境づくり地域活動の活性化を推進します。 

l 地域と行政の意見交換の充実や市職員などによる地域づくりコーディネーター活動などを通じ

て、行政との適正な役割分担に基づく住民自治を応援します。 

   

 

 ■5 年間の施策方針

 指標 基準 目標値 説明

 

1 審議会などの女性委

員の割合

33.0％ 
（R7.3 時点）

40％

男女共同参画を推進するうえで基盤となる指標であり、

政策の質・透明性・公正性を確保するにも不可欠となる

ため、目標を 40％（内閣府の基本計画）とし男女平等

意識の浸透を図る。

 
2 幸福度の平均 5.73

基準値を

上回る

より多くの人が幸福感を感じながら過ごすことができ

るまちづくりに努める。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

家庭や職場、地域の疑問を話し合って

みよう！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト

 ■5 年間の成果（数値目標）
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14-1 男女共同参画 

14.1.1 女性活躍社会の形成 

 

14.1.2 ライフステージやライフスタイルに応じて活動できる環境の構築 

 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 男女共同参画社会につい

ての正しい理解と人権尊

重の意識づくり

「男女共同参画行動計画」を包含した「こども計画」に基づ

き、性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見

直しなど、男女平等意識の浸透に向けた広報活動及び研修会

などの開催や、学校における学習を推進する。

見直し

 2 意思決定の場における男

女共同参画の推進

行政運営や地域活動の意思決定過程において、男女の意向が

適切に反映されるよう、各種審議会や地域組織役員への女性

の更なる登用促進を図る。

見直し

 3 女性のキャリア形成への

支援

男女の意向を反映したより良い地域活動を目指して、各種団

体役員への女性の積極的な登用を推進する。また、女性が社

会で活躍できるよう、意識改革を促す学習機会を充実させ、

女性団体の活動を支援する。

見直し

 1 ワーク・ライフ・バランス

実践企業への支援 

（3.1.1 再掲）

企業に対し、国・県のワーク・ライフ・バランスの推進に関

する認定制度の取得や、育児休業、介護休業などの取得促進

を支援する。

継続

 2 労働環境改善に向けた家

庭、企業などへの情報発

信（3.2.1 再掲）

関係機関と連携し、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法、

次世代育成支援対策推進法や育児・介護休業法など労働環境

改善に向けた情報発信に努め、働き方改革を推進する。

継続

 3 行政、学校における働き

方改革の推進

行政、学校における働き方改革を推進する。

継続
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14-2 コミュニティ活動 

14.2.1 豊かで活力ある地域づくりへの支援 

ウェルビーイング向上：身体的・精神的・社会的に、全てが満たされた良好な状態 
 

14.2.2 地域活動の活性化 

 取組 取組内容 方針

 1 小さな拠点づくり 子どもから高齢者まで多世代が生涯いきいきと暮らし続け

られる地域の居場所となるコミュニティ拠点について、地域

と行政が一体となり構築する。

継続

 2 地域づくり支援アドバイ

ザーなどの派遣

地域で活躍するリーダーの育成を推進するとともに、地域づ

くりの専門家の助言に基づいた活動を支援する。
継続

 3 新たな視点や発想による

地域づくりの活性化

地域活動に地域おこし協力隊や移住者などが参画できる機

会の充実を図り、担い手不足の解消と活性化につなげる。
継続

 4 市民が地域コミュニティ

に関心を持つ機会の提供

地域づくりに関する講演会や視察などを実施し、市民が地域

課題やコミュニティ活動に関心を持ち、参画する意識醸成に

努める。

継続

 5 若者による地域活動の活

性化とふるさと愛の醸成

ボランティアサークル「風ぐるま」の活動支援や、中高生を

対象とした「まちの未来を、まちぐるみで考える」キャリア

教育を実践するなど、若者の地域活動への参画を促し、将来

の担い手を育成する。

継続

 6 市民のウェルビーイング

向上

本市に住む人のウェルビーイングを高め、幸せを実感できる

地域社会を実現するため、市民一人ひとりが自分らしく暮ら

せるまちづくりを推進する。

新規

 1 安心して自治会活動をで

きる環境づくり

地域活動における万一の事故・ケガに対応できるよう、自治

会活動保険への加入を支援する。 継続

 2 地域独自の元気な地域づ

くりの促進

地域活性化事業を通して、幅広い共助活動が展開されるよ

う、市民が主体的に行う地域の特性を活かした活動を支援す

る。

継続

 3 自立した地域づくり活動

の支援

地域資源などを活用して自立型地域内経済活動の実践を支

援する。
継続

 4 地域主体のまつりやイベ

ントなどの実行支援

地域コミュニティ活性化に向けた支援制度の周知に努め、制

度の活用を支援する。
継続
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14-3 協働のまちづくり 

14.3.1 住民自治の応援 

 

 取組 取組内容 方針

 5 活動拠点となる地区公民

館などのコミュニティ施

設の機能充実

各地域にある公共施設を活用するなど、コミュニティ施設と

しての機能強化や地域住民が気軽に集える場として整備す

る。

継続

 6 空き公共施設の利活用の

推進

学校などの空き公共施設の利活用においては、地域の意向を

踏まえつつ、民間の活力を活用することを含めて検討し、集

約化を加速し、不用な施設は解体する。

見直し

 1 地域と行政の意見交換の

充実

市民主体の地域づくりが進むよう、市長と語る会を積極的に

開催し、市民と市長や担当職員がまちづくりを気軽に語り合

う機会を充実させる。

継続

 2 市民活動を通じた郷土意

識の向上と交流の拡大

「尾花沢市除雪ボランティアセンター」が主体となり、除雪

ボランティアなどを通じて、除雪ボランティア活動を支援す

るとともに、大学生や市内外の企業との交流を推進する。

継続

 3 特定非営利活動法人（Ｎ

ＰＯ法人）の育成

市内での公益的な団体活動が活発となり、地域課題解決に参

画できるよう、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証に

向けた手続きなどを支援する。

継続
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分野 15　行財政運営の推進 

◆ 業務の効率化を進め、よりきめ細やかで利便性に優れた市民サービスの提供に努めます。 

◆ 「選択と集中」の戦略的な予算配分による健全な財政運営を行います。 

［具体的な方針］ 

l デジタル技術や AI 技術を活用したスマート自治体（自治体行政のデジタル化）の構築や行財

政改革により業務の効率化を推進し、よりきめ細かで利便性に優れた市民サービスを提供しま

す。 

l 社会の変化に対応できる最適な行政運営に努めるとともに、周辺自治体との広域連携を推進し

ます。 

l 役割を終えた公共施設などの利用方法を検討し、適切な施設管理に努めます。 

l 安定した財源の確保に努めながら、公有財産の有効利用と将来を見据えた健全な財政運営を推

進します。 

 

 

 

 

 ■5 年間の施策方針

 ■5 年間の成果（数値目標）

 指標 基準 目標値 説明

 
1 市公式 LINE 友達登録

者数

人口の 
27.5％ 

（R7.10 時点）

人口の 
50.0％

多様化する市民サービスに対応するため、市公式 LINE

の機能強化を図り、情報発信ツールとして確立するため

人口の 50％の登録数（13 市トップ）を目指す。

 
2 実質公債費率

10.3 
（R7.3 時点）

15％を 
下回る

大規模事業が控える中でも、健全な財政運営を維持す

る。

 ＳＤＧｓとの関連性 私たち（市民）ができること

 

      

      

      

  

市公式 LINE をお友達登録して、市の

情報を知ろう！！ 

 

 

 

 

 

 

イラスト
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15-1 行政運営 

15.1.1 市民サービス向上と業務効率化の推進 

 

 

 ■5 年間の施策内容

 取組 取組内容 方針

 1 スマート自治体の構築

（自治体行政のデジタル

化）

社会潮流を注視しながら必要に応じてプロジェクト等を組

織し DX を推進する。また、デジタル技術等の専門的な知識

を持った外部人材を活用しながら、推進体制の強化を図る。

継続

 2 行財政改革の一層の推進 限られた予算と人員で多様化する行政ニーズに対応するた

め、職員提案制度による職員の改善意識の醸成やデジタル技

術の活用で市民サービスの向上と業務の効率化を推進する

とともに、提案された施策の実現に努める。

継続

 3 新たな課題や市民ニーズ

に即応できる体制の構築

民間委託の活用や業務の一層の効率化などを計画的に進め、

柔軟な組織運営を推進する。
継続

 4 インターネットなどを活

用した行政サービスの充

実

刻々と変動する社会情勢を捉え、SNS 等を活用した「伝わ

る」情報発信を推進する。また、様々な行政手続きのオンラ

イン化を検討し、住民サービスの向上と手続き業務の効率化

を図る。

拡充

 5 市公式ホームページの充

実、市政に関する分かり

やすい情報提供、情報交

換の推進

さまざまな分野の情報を見やすく、分かりやすく、手軽に入

手することができるよう、ソーシャルメディアを活用しなが

ら見る人により伝わる情報発信に努める。
継続

 6 市政バスを活用した広

報・公聴活動の推進

公共施設や市内各所を訪問して、現状を視察する市政バスを

活用し、広報・公聴活動の充実を図る。
継続

 7 3 ない窓口の推進 3 ない窓口（書かない、待たない、行かない）を推進し、多

様化する市民サービスの利便性向上と、事務の簡略化・効率

化を図る。 

利便性向上につながるツールの選定や、運用体制の構築によ

りコンテンツの充実に努める。

新規
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15.1.2 社会の変化に応じた最適な行政運営 

 

15.1.3 周辺自治体との広域連携 

 取組 取組内容 方針

 1 職員の資質向上 評価育成制度の適正な運用及び職員の専門性や実践力を高

めるため、計画的な職員研修を充実させ、職員の能力開発・

資質向上に努めるとともに、心身の健康保持を目的とした健

康に資する研修も推進する。これにより、職員一人ひとりの

資質向上と業務改善を通じて市民サービスの向上を図る。

継続

 2 情報活用能力を持つ人材

の育成

職員の情報リテラシーを高めるため、個々のスキルに応じた

情報処理や電算業務に関する研修会を積極的に開催し、情報

活用能力の底上げを図る。

継続

 3 個人情報流出防止対策の

徹底

マイナンバーを含めた各種情報資産の適正な管理運用を徹

底するとともに、各種システム及び情報サービスの提供を安

全かつ円滑に実施する。定期的な職員研修会及び監査を実施

し、セキュリティ意識の徹底を図る。

継続

 4 公共施設などの適正な管

理

公共施設の老朽化の状況や市民ニーズを把握し、「尾花沢市

公共施設等総合管理計画」及び「個別施設計画」に基づき、

施設の改修や適正配置、さらには長寿命化や除却を計画的に

推進する。

継続

 5 効率的で透明性の高い行

政運営

PDCA サイクルや OODA ループなどの手法による事業の進捗

管理を実施し、効率的な事業の統廃合や、よりスピード感を

持った行政サービスの充実を図る。 

情報開示請求に対しては、情報公開条例に基づき開示の可否

を適切に判断し、市民が求める情報を公開する。

継続

 6 行政計画への市民意見の

反映と公表

より柔軟な発想で市政を進めるため、計画の策定や更新、事

業評価の際には、専門的な知見をもつ有識者や市民の声を積

極的に反映するとともに、策定した計画は概要版を作製、配

布するなど周知に努める。

継続

 1 山形連携中枢都市圏との

連携

構成市町が連携したさまざまな施策（事業）については、振

り返りと検証をおこない、現状の潮流や地域ニーズを捉えて

統合や廃止、更新する。また、継続事業についても時限を設

定し、見直しを図る体制を整備する。
継続
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15-2 財政運営 

15.2.1 公有財産の有効利用 

 

15.2.2 健全な財政運営の推進 

 取組 取組内容 方針

 2 より効率的な広域行政の

推進

本市が参加する協議会及び研究会のこれまでの取組みの成

果を検証し、スケールメリットや相乗効果をより発揮するた

めの方策や協議会のあり方、さらには将来を見据えた政策的

事業などについて、構成自治体と検討する。

継続

 1 公有財産の新たな有効活

用や処分

不要物品、未利用普通財産及び法定外公共物に関しては、こ

れまでの取り組みを継続していく。 

空き公共施設の解体等を含めた利活用については、「空き公

共施設の利活用及び管理に関する検討委員会」の方針に沿っ

て対応していく。

継続

 1 将来を見据えた経費の節

減・効率化

引き続き、業務委託や維持管理コストの縮減などを進め、経

常経費の節減を図る。公共施設の統廃合については、公共施

設等総合管理計画の方針に沿って対応していく。既存事業の

効果などを考慮し、事業の見直しや統廃合を進めながら、実

績に見合った予算を措置していく。公営企業・第 3 セクター

については、経営状況を把握し、健全な事業経営につながる

よう関わりを持っていく。

継続

 2 財政状況の共有化 財政状況の分析、予算・決算及び財政指標並びに財務諸表の

公表を行い、市民と行政が情報を共有する財政運営の「見え

る化」を推進する。

継続

 3 受益者負担の適正化 事業や施設ごとの受益者負担割合を明らかにし、市民の理解

を得ながら、受益者負担の原則に基づき使用料等の見直しを

図る。

継続

 4 安定した財源の確保 国・県の動向を注視し、活用できる特定財源を調査するとと

もに各種補助制度、さらには後年度負担の少ない有利な市債

を積極的に活用する。

継続

 5 市税などの収納率の向上 納税相談員によるきめ細かな訪問徴収や、夜間納税相談を推

進し、徴収アドバイザーの助言を得ながら、適正な賦課徴収

に努める。コンビニ納付や口座振替、キャッシュレス納付の

利用促進を図るため、納税者への周知を推進する。

継続
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